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議案第１号

令和５年度石川県一般会計補正予算（第１号）

令和５年度の石川県一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ８，７８４，６０８千円を減額し、歳入歳出それぞれ

６０８，３０９，３９２千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 令和５年度石川県一般会計歳入歳出補正予算」による。

（地方債の補正）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方

債の変更及び追加は、「第２表 地方債補正」による。

令和５年６月１３日提出

石川県知事 馳 浩
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第１表 令和５年度石川県一般会計歳入歳出補正予算

歳 入 �印 減

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

９ 国 庫 支 出 金 １００，５７７，９７２� １７，０５０，５１０ ８３，５２７，４６２

１ 国 庫 負 担 金 ３１，８１８，８６８ ２，４９４，６９３ ３４，３１３，５６１

２ 国 庫 補 助 金 ６７，６０４，００３� １９，５４５，２０３ ４８，０５８，８００

１３ 繰 越 金 １ ８９，２２６ ８９，２２７

１ 繰 越 金 １ ８９，２２６ ８９，２２７

１４ 諸 収 入 ６４，２２２，７５３ ４，４４３，６７６ ６８，６６６，４２９

６ 雑 入 ６，３００，７７７ ４，４４３，６７６ １０，７４４，４５３

１５ 県 債 ５４，８４５，０００ ３，７３３，０００ ５８，５７８，０００

１ 県 債 ５４，８４５，０００ ３，７３３，０００ ５８，５７８，０００

歳 入 合 計 ６１７，０９４，０００� ８，７８４，６０８ ６０８，３０９，３９２
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歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

２ 総 務 費 ９１，７６６，８２５ １，２２８，６９６ ９２，９９５，５２１

１ 総 務 管 理 費 １２，３７６，００５ ５０，９４６ １２，４２６，９５１

５ 防 災 救 助 費 １，８６３，２７１ １，１７７，７５０ ３，０４１，０２１

３ 企 画 振 興 費 １６，６３６，５５３ １９３，９００ １６，８３０，４５３

１ 企 画 振 興 費 １６，６３６，５５３ １９３，９００ １６，８３０，４５３

５ 健 康 福 祉 費 １３３，７１０，５１７� ２１，３１４，８１１ １１２，３９５，７０６

１ 高 齢 者 福 祉 費 ３９，２３３，７１３ ６２１，７２６ ３９，８５５，４３９

２ 子 育 て 福 祉 費 １７，５６２，１６２ １１９，６００ １７，６８１，７６２

３ 障 害 福 祉 費 １２，４１０，２６６ １５１，０５０ １２，５６１，３１６

４ 地 域 福 祉 費 １３，８２４，１８６ ４，８００ １３，８２８，９８６

５ 健 康 推 進 費 １４，５５５，９３７� ５，６４４，９５５ ８，９１０，９８２

６ 生 活 衛 生 費 １，４４３，５３７ １８，４００ １，４６１，９３７

７ 医 薬 看 護 費 ３４，６８０，７１６� １６，５８５，４３２ １８，０９５，２８４

６ 生 活 環 境 費 ２，８８３，６７０ ２０，０００ ２，９０３，６７０

１ 生 活 環 境 費 ２，８８３，６７０ ２０，０００ ２，９０３，６７０

７ 商 工 労 働 費 ４１，６９９，８８０ １，８７０，４００ ４３，５７０，２８０

１ 商 工 費 ４０，０８２，６４９ １，８６８，０００ ４１，９５０，６４９

２ 労 働 費 １，５３４，０２１ ２，４００ １，５３６，４２１

８ 観 光 費 ８，３７９，６８９ ９，０００ ８，３８８，６８９

１ 観 光 戦 略 推 進 費 ８，３７９，６８９ ９，０００ ８，３８８，６８９

９ 農林水産業費 ３８，８７０，６７２ １，５２４，３７５ ４０，３９５，０４７

１ 農 業 費 １７，５６２，０３８ １０，０００ １７，５７２，０３８
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款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

２ 畜 産 業 費 ９９９，２６５ ６２９，６２５ １，６２８，８９０

３ 農 地 費 １０，９６４，５２５ ３０，７５０ １０，９９５，２７５

４ 林 業 費 ５，８３４，２１４ ８００，０００ ６，６３４，２１４

５ 水 産 業 費 ３，５１０，６３０ ５４，０００ ３，５６４，６３０

１０ 土 木 費 ６３，４８７，１２６ ９２７，０００ ６４，４１４，１２６

２ 道 路 橋 り ょ う 費 ３７，０７５，２４０ ６５２，０００ ３７，７２７，２４０

３ 河 川 海 岸 費 １１，６５７，５０３ ２７３，０００ １１，９３０，５０３

６ 建 築 住 宅 費 ２，１７７，４９５ ２，０００ ２，１７９，４９５

１２ 教 育 費 ９５，０３２，７１２ ２２，４０２ ９５，０５５，１１４

１ 教 育 総 務 費 １３，１２９，９８６ １５，３７１ １３，１４５，３５７

５ 社 会 教 育 費 １，０９４，２１６ ４，０３１ １，０９８，２４７

６ 保 健 体 育 費 １８４，３２３ ３，０００ １８７，３２３

１３ 災 害 復 旧 費 ７，０１１，３９３ ６，７３４，４３０ １３，７４５，８２３

１

農 林 水 産 業 施 設

災 害 復 旧 費

３，０５１，２９３ １，１２４，７４１ ４，１７６，０３４

２ 土木施設災害復旧費 ３，９６０，１００ ５，３５２，６６２ ９，３１２，７６２

３ 県有施設災害復旧費 － ２５７，０２７ ２５７，０２７

歳 出 合 計 ６１７，０９４，０００� ８，７８４，６０８ ６０８，３０９，３９２
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第
２
表

地
方
債
補
正

起
債

の
目

的

補
正

前
補

正
後

限
度

額
起
債
の
方
法
利

率
償

還
の

方
法

限
度

額
起
債
の
方
法
利

率
償

還
の

方
法

産
業
技
術
専
門
校
費

１
，
０
０
０

普
通
貸
借
又

は
証
券
発
行

８
．
５
％
以
内

（
た
だ
し
、
利

率
見
直
し
方

式
で
借
り
入

れ
る
資
金
に

つ
い
て
、
利

率
の
見
直
し

を
行
っ
た
後

に
お
い
て
は
、

当
該
見
直
し

後
の
利
率
）

借
入
先
の
融
通
条
件
に
よ

る
。
た
だ
し
、
県
財
政
そ
の
他

の
都
合
に
よ
り
、
据
置
期
間

及
び
償
還
期
限
を
短
縮
し
、

若
し
く
は
繰
上
償
還
又
は
借

換
え
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
，
０
０
０

普
通
貸
借
又

は
証
券
発
行

８
．
５
％
以
内

（
た
だ
し
、
利

率
見
直
し
方

式
で
借
り
入

れ
る
資
金
に

つ
い
て
、
利

率
の
見
直
し

を
行
っ
た
後

に
お
い
て
は
、

当
該
見
直
し

後
の
利
率
）

借
入
先
の
融
通
条
件
に
よ

る
。
た
だ
し
、
県
財
政
そ
の
他

の
都
合
に
よ
り
、
据
置
期
間

及
び
償
還
期
限
を
短
縮
し
、

若
し
く
は
繰
上
償
還
又
は
借

換
え
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

農
地
防
災
事
業
費

４
７
６
，
０
０
０

４
８
１
，
０
０
０

治
山

費
５
９
３
，
０
０
０

８
５
３
，
０
０
０

漁
港

管
理

費
２
，
０
０
０

１
１
，
０
０
０

道
路

建
設

費
８
，
１
８
５
，
０
０
０

８
，
３
７
５
，
０
０
０

道
路

整
備

費
４
，
５
６
９
，
０
０
０

４
，
７
４
５
，
０
０
０

河
川

整
備

費
１
７
４
，
０
０
０

２
６
７
，
０
０
０

砂
防
地
す
べ
り
対
策
費

１
，
３
１
４
，
０
０
０

１
，
３
７
１
，
０
０
０

砂
防
地
す
べ
り
防
止

施
設

整
備

費

１
３
０
，
０
０
０

１
９
５
，
０
０
０

耕
地
災
害
復
旧
事
業
費

１
０
，
０
０
０

１
６
，
０
０
０

漁
港
災
害
復
旧
事
業
費

２
６
，
０
０
０

４
１
８
，
０
０
０

土
木
施
設
災
害
復
旧
費

１
，
１
８
８
，
０
０
０

２
，
８
３
８
，
０
０
０

港
湾
災
害
復
旧
費

９
５
，
０
０
０

２
１
３
，
０
０
０

千
円

千
円
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県
単
土
木
災
害
復
旧
費

４
０
，
０
０
０

５
２
９
，
０
０
０

諸
施
設
災
害
復
旧
費

２
１
２
，
０
０
０

救
助

費
１
０
，
０
０
０

計
５４
，８
４５
，０
００

５８
，５
７８
，０
００
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議案第２号

令和５年度石川県港湾整備特別会計補正予算（第１号）

令和５年度の石川県港湾整備特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３５，０００千円を追加し、歳入歳出それぞれ１，７９９，９５４

千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 令和５年度石川県港湾整備特別会計歳入歳出補正予算」による。

（地方債の補正）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債

の追加は、「第２表 地方債補正」による。

令和５年６月１３日提出

石川県知事 馳 浩



議

案

第

二

号

令

和

五

年

度

石

川

県

港

湾

整

備

特

別

会

計

補

正

予

算

（ ８ ）

第１表 令和５年度石川県港湾整備特別会計歳入歳出補正予算

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

４ 県 債 １，１７８，０００ ３５，０００ １，２１３，０００

１ 県 債 １，１７８，０００ ３５，０００ １，２１３，０００

歳 入 合 計 １，７６４，９５４ ３５，０００ １，７９９，９５４

歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

２ 港湾災害復旧費 － ３５，０００ ３５，０００

１ 港 湾 災 害 復 旧 費 － ３５，０００ ３５，０００

歳 出 合 計 １，７６４，９５４ ３５，０００ １，７９９，９５４
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（１１）

石 川 県 税 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 石 川 県 条 例 第 二 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 十 条 第 二 項 中 「 に よ つ て 」 を 「 に よ り 」 に 改 め る 。

第 四 十 七 条 中 「 第 四 十 二 条 第 三 項 」 を 「 第 七 百 三 十 九 条 の 四 第 二 項 」 に 、 「 に よ つ て 」 を 「 に よ

り 」 に 改 め る 。

第 五 十 四 条 の 六 中 「 前 条 」 を 「 前 条 第 二 項 」 に 、 「 に よ つ て 」 を 「 に よ り 」 に 改 め る 。

第 五 十 四 条 の 七 第 一 項 中 「 第 七 十 一 条 の 十 四 第 六 項 」 を 「 第 七 十 一 条 の 十 四 第 七 項 」 に 、 「 に お

い て は 」 を 「 に は 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 納 入 書 に よ つ て 」 を 削 る 。

第 五 十 四 条 の 十 三 中 「 前 条 」 を 「 前 条 第 二 項 」 に 、 「 に よ つ て 」 を 「 に よ り 」 に 改 め る 。

第 五 十 四 条 の 十 四 第 一 項 中 「 第 七 十 一 条 の 三 十 五 第 七 項 」 を 「 第 七 十 一 条 の 三 十 五 第 八 項 」 に 、

「 に お い て は 」 を 「 に は 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 納 入 書 に よ つ て 」 を 削 る 。

第 五 十 四 条 の 十 九 第 一 項 中 「 前 条 」 を 「 前 条 第 二 項 」 に 、 「 に よ つ て 」 を 「 に よ り 」 に 改 め る 。

第 五 十 四 条 の 二 十 第 一 項 中 「 第 七 十 一 条 の 五 十 五 第 七 項 」 を 「 第 七 十 一 条 の 五 十 五 第 八 項 」 に 、

「 に お い て は 」 を 「 に は 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 納 入 書 に よ つ て 」 を 削 る 。

第 六 十 一 条 第 一 項 中 「 第 七 十 二 条 の 四 十 六 第 六 項 」 を 「 第 七 十 二 条 の 四 十 六 第 七 項 」 に 、 「 に お

い て は 」 を 「 に は 」 に 改 め る 。

第 六 十 二 条 中 「 道 府 県 」 を 「 都 道 府 県 」 に 改 め る 。

第 六 十 五 条 中 「 に よ つ て 」 を 「 に よ り 」 に 、 「 に お い て は 」 を 「 に は 」 に 改 め る 。

第 八 十 六 条 の 三 第 一 項 中 「 に よ つ て 」 を 「 に よ り 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 規 定 に よ つ て 」 を 「 規

定 に よ り 」 に 改 め 、 「 納 付 書 に よ つ て 」 を 削 る 。

第 八 十 六 条 の 七 第 一 項 中 「 第 七 十 四 条 の 二 十 三 第 六 項 」 を 「 第 七 十 四 条 の 二 十 三 第 七 項 」 に 、 「 に

お い て は 」 を 「 に は 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 納 付 書 に よ つ て 」 を 削 る 。

第 九 十 二 条 中 「 納 入 書 に よ つ て 」 を 削 り 、 同 条 た だ し 書 中 「 に お い て は 」 を 「 に は 」 に 改 め る 。

第 九 十 七 条 第 一 項 中 「 第 九 十 条 第 六 項 」 を 「 第 九 十 条 第 七 項 」 に 、 「 に お い て は 」 を 「 に は 」 に

改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 納 入 書 に よ つ て 」 を 削 る 。

議 案 第 三 号

石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 五 年 六 月 十 三 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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（１２）

第 百 二 十 五 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

４ 日 本 国 の 自 衛 隊 と オ ー ス ト ラ リ ア 国 防 軍 と の 間 に お け る 相 互 の ア ク セ ス 及 び 協 力 の 円 滑 化 に 関

す る 日 本 国 と オ ー ス ト ラ リ ア と の 間 の 協 定 に 基 づ き オ ー ス ト ラ リ ア 軍 隊 （ 同 協 定 第 一 条 � に 規 定

す る 訪 問 部 隊 と し て 日 本 国 内 に 所 在 す る オ ー ス ト ラ リ ア の 軍 隊 を い う 。 第 百 二 十 八 条 の 二 及 び 第

百 三 十 一 条 の 十 九 第 九 項 に お い て 同 じ 。 ） が 公 用 に 供 す る 軽 油 の 輸 入 を す る 場 合 に お け る 当 該 軽

油 の 輸 入 に 対 し て は 、 第 一 項 （ 第 六 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 に か か わ ら ず 、 軽 油 引 取 税 を

課 さ な い 。

第 百 二 十 八 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

第 百 二 十 八 条 の 二 オ ー ス ト ラ リ ア 軍 隊 が 、 第 百 二 十 五 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 軽 油 引 取 税 を 課 さ な

い こ と と さ れ る 輸 入 に 係 る 軽 油 又 は 自 ら 輸 入 を し た 公 用 に 供 す る 燃 料 炭 化 水 素 油 を 自 動 車 の 内 燃

機 関 の 燃 料 と し て 消 費 し た 場 合 （ 当 該 自 動 車 を 道 路 に お い て 運 行 の 用 に 供 す る た め 消 費 し た 場 合

に 限 る 。 ） に お け る 当 該 軽 油 又 は 燃 料 炭 化 水 素 油 の 消 費 に 対 し て は 、 第 百 二 十 四 条 第 五 項 の 規 定

に か か わ ら ず 、 軽 油 引 取 税 を 課 さ な い 。

第 百 三 十 一 条 の 四 第 一 項 中 「 納 入 書 に よ つ て 」 を 削 る 。

第 百 三 十 一 条 の 七 中 「 納 付 書 に よ つ て 」 を 削 る 。

第 百 三 十 一 条 の 十 九 第 一 項 中 「 に お い て は 」 を 「 に は 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

９ オ ー ス ト ラ リ ア 軍 隊 が 自 ら 輸 入 を し た 公 用 に 供 す る 燃 料 炭 化 水 素 油 を 自 動 車 の 内 燃 機 関 の 燃 料

と し て 消 費 す る と き は 、 第 一 項 （ 第 四 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 は 、 適 用 し な い 。

第 百 三 十 一 条 の 二 十 四 第 一 項 中 「 第 百 四 十 四 条 の 四 十 七 第 六 項 」 を 「 第 百 四 十 四 条 の 四 十 七 第 七

項 」 に 、 「 に お い て は 」 を 「 に は 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 納 付 書 に よ つ て 」 を 削 る 。

第 百 三 十 六 条 第 一 号 及 び 第 二 号 中 「 又 は 第 五 項 」 を 「 か ら 第 六 項 ま で 」 に 改 め る 。

第 百 四 十 一 条 第 二 項 を 削 り 、 同 条 第 三 項 中 「 前 二 項 」 を 「 前 項 」 に 、 「 第 一 項 」 を 「 同 項 」 に 改

め 、 同 項 を 同 条 第 二 項 と す る 。

第 百 四 十 四 条 の 二 第 一 項 中 「 第 百 七 十 一 条 第 六 項 」 を 「 第 百 七 十 一 条 第 七 項 」 に 、 「 に お い て は 」

を 「 に は 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 納 付 書 に よ つ て 」 を 削 る 。

第 百 四 十 四 条 の 九 の 二 中 「 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関 す る 法 律 」 の 下 に 「 （ 平 成

十 四 年 法 律 第 百 五 十 一 号 ） 」 を 、 「 石 川 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 」

の 下 に 「 （ 平 成 十 六 年 石 川 県 条 例 第 三 十 二 号 ） 」 を 加 え る 。

附 則 第 十 二 条 の 四 第 一 項 の 表 第 二 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

二 自 衛 隊 又 は 第 百 二 十 五 条 第 四 項 に

規 定 す る オ ー ス ト ラ リ ア 軍 隊 （ 以 下

こ の 号 及 び 第 六 項 に お い て 「 オ ー ス

ト ラ リ ア 軍 隊 」 と い う 。 ） の 使 用 す

る 機 械 を 管 理 す る 者

自 衛 隊 又 は オ ー ス ト ラ リ ア 軍 隊 が 通 信 の 用 に 供 す る

機 械 、 自 動 車 （ 令 附 則 第 十 条 の 二 の 二 第 一 項 各 号 に

掲 げ る も の を 除 く 。 ） そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の と

し て 同 条 第 二 項 に 規 定 す る も の の 電 源 又 は 動 力 源 の

用 途



議

案

第

三

号

石

川

県

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

に

つ

い

て

（１３）

附 則 第 十 二 条 の 四 第 六 項 中 「 前 二 項 」 を 「 前 三 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 七 項 と し 、 同 項 の 前 に

次 の 一 項 を 加 え る 。

６ 第 一 項 の 表 第 一 号 に 掲 げ る 軽 油 の 引 取 り を 行 つ た オ ー ス ト ラ リ ア 軍 隊 の 船 舶 の 使 用 者 が 、 令 和

六 年 三 月 三 十 一 日 ま で に 当 該 引 取 り に 係 る 軽 油 を 自 衛 隊 に 譲 渡 す る 場 合 に は 、 当 該 軽 油 の 譲 渡 に

つ い て は 、 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 第 百 二 十 五 条 第 一 項 （ 第 三 号 に 係 る 部 分 に 限

る 。 ） 及 び 同 条 第 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 軽 油 引 取 税 を 課 さ な い も の と す る 。

附 則 第 十 二 条 の 八 第 三 項 を 削 る 。

附 則 第 十 二 条 の 九 第 二 項 中 「 百 分 の 十 」 を 「 百 分 の 三 十 五 」 に 改 め る 。

附 則 第 十 三 条 第 一 項 第 二 号 中 「 軽 油 自 動 車 」 を 「 法 第 百 四 十 九 条 第 一 項 第 六 号 に 規 定 す る 軽 油 自

動 車 （ 第 三 項 第 六 号 及 び 第 四 項 第 三 号 に お い て 「 軽 油 自 動 車 」 と い う 。 ） 」 に 改 め る 。

附 則 第 十 四 条 の 二 第 二 項 中 「 百 分 の 十 」 を 「 百 分 の 三 十 五 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日

か ら 施 行 す る 。

一 第 四 十 七 条 、 第 五 十 四 条 の 七 第 一 項 、 第 五 十 四 条 の 十 四 第 一 項 、 第 五 十 四 条 の 二 十 第 一 項 、

第 六 十 一 条 第 一 項 、 第 八 十 六 条 の 七 第 一 項 、 第 九 十 七 条 第 一 項 、 第 百 三 十 一 条 の 二 十 四 第 一 項

及 び 第 百 四 十 四 条 の 二 第 一 項 の 改 正 規 定 並 び に 附 則 第 十 二 条 の 九 第 二 項 及 び 第 十 四 条 の 二 第 二

項 の 改 正 規 定 並 び に 附 則 第 四 項 及 び 第 五 項 の 規 定 令 和 六 年 一 月 一 日

二 第 百 三 十 六 条 第 一 号 及 び 第 二 号 の 改 正 規 定 並 び に 附 則 第 十 二 条 の 八 第 三 項 を 削 る 改 正 規 定 及

び 附 則 第 十 三 条 第 一 項 第 二 号 の 改 正 規 定 並 び に 附 則 第 六 項 の 規 定 令 和 七 年 四 月 一 日

三 第 百 二 十 五 条 に 一 項 を 加 え る 改 正 規 定 、 第 百 二 十 八 条 の 次 に 一 条 を 加 え る 改 正 規 定 及 び 第 百

三 十 一 条 の 十 九 に 一 項 を 加 え る 改 正 規 定 並 び に 附 則 第 十 二 条 の 四 第 一 項 の 改 正 規 定 、 同 条 第 六

項 の 改 正 規 定 及 び 同 項 を 同 条 第 七 項 と し 、 同 項 の 前 に 一 項 を 加 え る 改 正 規 定 並 び に 次 項 及 び 附

則 第 三 項 の 規 定 日 本 国 の 自 衛 隊 と オ ー ス ト ラ リ ア 国 防 軍 と の 間 に お け る 相 互 の ア ク セ ス 及 び

協 力 の 円 滑 化 に 関 す る 日 本 国 と オ ー ス ト ラ リ ア と の 間 の 協 定 の 効 力 発 生 の 日

（ 軽 油 引 取 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

２ 前 項 第 三 号 に 掲 げ る 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 税 条 例 （ 次 項 に お い て 「 新 条 例 」 と い う 。 ） 第

百 二 十 五 条 第 四 項 及 び 第 百 二 十 八 条 の 二 の 規 定 は 、 同 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 （ 次 項 に お い て

「 三 号 施 行 日 」 と い う 。 ） 以 後 の 軽 油 の 輸 入 及 び 軽 油 又 は 燃 料 炭 化 水 素 油 の 消 費 に 対 し て 課 す べ

き 軽 油 引 取 税 に つ い て 適 用 す る 。

３ 新 条 例 附 則 第 十 二 条 の 四 第 一 項 （ 同 項 の 表 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 、 第 六 項 及 び 第 七 項 の 規

定 は 、 三 号 施 行 日 以 後 の 軽 油 の 引 取 り 及 び 譲 渡 に 対 し て 課 す べ き 軽 油 引 取 税 に つ い て 適 用 し 、 三

号 施 行 日 前 の 軽 油 の 引 取 り 及 び 譲 渡 に 対 し て 課 す る 軽 油 引 取 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。



議

案

第

三

号

石

川

県

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

に

つ

い

て

（１４）

（ 自 動 車 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

４ 附 則 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 税 条 例 （ 次 項 に お い て 「 六 年 新 条 例 」 と

い う 。 ） 附 則 第 十 二 条 の 九 第 二 項 の 規 定 は 、 同 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 （ 以 下 こ の 項 及 び 次 項

に お い て 「 一 号 施 行 日 」 と い う 。 ） 以 後 に 取 得 さ れ た 自 動 車 に 対 し て 課 す べ き 自 動 車 税 の 環 境 性

能 割 に つ い て 適 用 し 、 一 号 施 行 日 前 に 取 得 さ れ た 自 動 車 に 対 し て 課 す る 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 に

つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

５ 六 年 新 条 例 附 則 第 十 四 条 の 二 第 二 項 の 規 定 は 、 令 和 五 年 度 分 の 一 号 施 行 日 以 後 に 納 税 義 務 が 発

生 し た 者 に 課 す る 自 動 車 税 の 種 別 割 及 び 令 和 六 年 度 以 後 の 年 度 分 の 自 動 車 税 の 種 別 割 に つ い て 適

用 し 、 令 和 五 年 度 分 ま で の 一 号 施 行 日 前 に 納 税 義 務 が 発 生 し た 者 に 課 す る 自 動 車 税 の 種 別 割 に つ

い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

６ 附 則 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 税 条 例 第 百 三 十 六 条 及 び 附 則 第 十 二 条 の

八 の 規 定 は 、 同 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 以 後 に 取 得 さ れ た 自 動 車 に 対 し て 課 す べ き 自 動 車 税 の

環 境 性 能 割 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 取 得 さ れ た 自 動 車 に 対 し て 課 す る 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 に

つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

提 案 理 由

地 方 税 法 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 燃 費 性 能 及 び 排 出 ガ ス 性 能 に 係 る 不 正 行 為 を 行 っ た 自 動 車 メ ー カ ー

に 自 動 車 税 の 納 税 義 務 を 負 わ せ る 特 例 措 置 の 見 直 し 等 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提

出 す る 理 由 で あ る 。
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（１５）

（ 半 島 振 興 対 策 実 施 地 域 に お け る 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 半 島 振 興 対 策 実 施 地 域 に お け る 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 六 十 一 年 石 川 県 条 例

第 五 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 中 「 又 は 設 備 」 の 下 に 「 （ 同 法 第 十 二 条 第 四 項 の 表 の 第 一 号 の 上 欄 又 は 第 四 十 五 条 第 三

項 の 表 の 第 一 号 の 上 欄 に 掲 げ る 地 区 内 に お い て 営 む 当 該 事 業 の 用 に 供 す る 施 設 又 は 設 備 を 除

く 。 ） 」 を 加 え 、 「 令 和 五 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 令 和 七 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 。

（ 原 子 力 発 電 施 設 等 立 地 地 域 に お け る 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 原 子 力 発 電 施 設 等 立 地 地 域 に お け る 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 五 年 石 川 県 条

例 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 中 「 令 和 五 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 令 和 七 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 。

（ 地 域 経 済 牽 引 事 業 の 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 地 域 経 済 牽 引 事 業 の 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 年 石 川 県 条 例

第 二 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 中 「 平 成 三 十 一 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 令 和 七 年 三 月 三 十 一 日 」 に 、 「 令 和 五 年 三 月 三 十

一 日 ま で 」 を 「 令 和 七 年 三 月 三 十 一 日 （ 法 第 四 条 第 二 項 第 十 号 に 掲 げ る 計 画 期 間 の 末 日 が 同 月 三

十 一 日 前 で あ る 場 合 は 、 当 該 計 画 期 間 の 末 日 ） ま で の 間 」 に 改 め る 。

（ 過 疎 地 域 の 持 続 的 発 展 の 支 援 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 過 疎 地 域 の 持 続 的 発 展 の 支 援 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 令 和 三 年 石 川 県 条

例 第 二 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 第 六 条 の 三 第 十 四 項 」 を 「 第 六 条 の 三 第 十 九 項 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 核 燃 料 税 条 例 の 一 部 改 正 ）

議 案 第 四 号

半 島 振 興 対 策 実 施 地 域 に お け る 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 等 の 一 部

を 改 正 す る 条 例 に つ い て

半 島 振 興 対 策 実 施 地 域 に お け る 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ

う に 制 定 す る 。

令 和 五 年 六 月 十 三 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

半 島 振 興 対 策 実 施 地 域 に お け る 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条

例
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（１６）

第 五 条 石 川 県 核 燃 料 税 条 例 （ 令 和 四 年 石 川 県 条 例 第 二 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 一 条 中 「 第 二 百 七 十 八 条 第 六 項 」 を 「 第 二 百 七 十 八 条 第 七 項 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 等 ）

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 五 条 の 規 定 は 、 令 和 六 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す

る 。

２ 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 半 島 振 興 対 策 実 施 地 域 に お け る 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 第

二 条 、 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 原 子 力 発 電 施 設 等 立 地 地 域 に お け る 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す

る 条 例 第 二 条 及 び 第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 地 域 経 済 牽 引 事 業 の 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特

例 に 関 す る 条 例 第 二 条 の 規 定 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

３ 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 半 島 振 興 対 策 実 施 地 域 に お け る 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 第

二 条 の 規 定 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 以 後 に 同 条 に 規 定 す る 特 別 償 却 設 備 を 新 設 し 、 又 は 増 設 す る 者

に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 半 島 振 興 対 策 実 施 地 域 に お け る 県 税 の 課

税 の 特 例 に 関 す る 条 例 第 二 条 に 規 定 す る 特 別 償 却 設 備 を 新 設 し 、 又 は 増 設 し た 者 に つ い て は 、 な

お 従 前 の 例 に よ る 。

提 案 理 由

半 島 振 興 法 第 十 七 条 の 地 方 税 の 不 均 一 課 税 に 伴 う 措 置 が 適 用 さ れ る 場 合 等 を 定 め る 省 令 等 の 一 部

改 正 に 伴 い 、 県 税 の 課 税 の 特 例 措 置 の 適 用 期 限 の 延 長 等 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を

提 出 す る 理 由 で あ る 。
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（１７）

（ 石 川 県 障 害 者 支 援 施 設 等 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 石 川 県 障 害 者 支 援 施 設 等 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 石 川 県 条 例 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

第 三 条 第 二 項 中 「 第 二 十 九 条 第 三 項 第 一 号 に 規 定 す る 厚 生 労 働 大 臣 」 を 「 第 二 十 九 条 第 三 項 第

一 号 に 規 定 す る 主 務 大 臣 」 に 、 「 第 二 十 四 条 の 二 第 二 項 第 一 号 に 規 定 す る 厚 生 労 働 大 臣 」 を 「 第

二 十 四 条 の 二 第 二 項 第 一 号 に 規 定 す る 内 閣 総 理 大 臣 」 に 改 め る 。

（ 指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 （ 平 成 二

十 四 年 石 川 県 条 例 第 五 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 六 条 第 二 項 及 び 第 九 十 二 条 第 五 項 中 「 厚 生 労 働 大 臣 」 を 「 こ ど も 家 庭 庁 長 官 」 に 改 め る 。

（ 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 （ 平 成

二 十 四 年 石 川 県 条 例 第 五 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 二 号 及 び 第 三 号 、 第 五 十 六 条 第 二 項 並 び に 第 五 十 七 条 中 「 厚 生 労 働 大 臣 」 を 「 主 務 大

臣 」 に 改 め る 。

附 則 第 七 項 及 び 第 八 項 中 「 障 害 支 援 区 分 に 係 る 市 町 村 審 査 会 に よ る 審 査 及 び 判 定 の 基 準 等 に 関

す る 省 令 」 を 「 障 害 支 援 区 分 に 係 る 市 町 村 審 査 会 に よ る 審 査 及 び 判 定 の 基 準 等 に 関 す る 命 令 」 に

改 め る 。

（ 指 定 障 害 者 支 援 施 設 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 指 定 障 害 者 支 援 施 設 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 石

川 県 条 例 第 五 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

議 案 第 五 号

こ ど も 家 庭 庁 設 置 法 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 等 の 施 行

に 伴 う 関 係 条 例 の 整 理 に 関 す る 条 例 に つ い て

こ ど も 家 庭 庁 設 置 法 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 等 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 理 に

関 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 五 年 六 月 十 三 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

こ ど も 家 庭 庁 設 置 法 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 等 の 施 行 に 伴 う 関 係 条

例 の 整 理 に 関 す る 条 例



議

案

第

五

号

こ

ど

も

家

庭

庁

設

置

法

の

施

行

に

伴

う

関

係

法

律

の

整

備

に

関

す

る

法

律

等

の

施

行

に

伴

う

関

係

条

例

の

整

理

に

関

す

る

条

例

に

つ

い

て

（１８）

第 二 条 第 三 号 中 「 厚 生 労 働 大 臣 」 を 「 主 務 大 臣 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 立 保 育 専 門 学 園 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 五 条 石 川 県 立 保 育 専 門 学 園 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 石 川 県 条 例 第 三 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

第 十 条 第 二 項 第 一 号 中 「 第 十 九 条 第 一 項 第 一 号 」 を 「 第 十 九 条 第 一 号 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中

「 第 十 九 条 第 一 項 第 二 号 」 を 「 第 十 九 条 第 二 号 」 に 改 め る 。

（ 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 六 条 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 石 川 県 条 例 第 六 十

二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 十 八 条 第 一 項 中 「 、 厚 生 労 働 大 臣 」 を 「 、 こ ど も 家 庭 庁 長 官 」 に 改 め 、 同 項 第 四 号 及 び 同

条 第 二 項 中 「 厚 生 労 働 大 臣 」 を 「 こ ど も 家 庭 庁 長 官 」 に 改 め る 。

第 三 十 六 条 第 一 項 中 「 、 厚 生 労 働 大 臣 」 を 「 、 こ ど も 家 庭 庁 長 官 」 に 改 め 、 同 項 第 四 号 及 び 同

条 第 二 項 中 「 厚 生 労 働 大 臣 」 を 「 こ ど も 家 庭 庁 長 官 」 に 改 め る 。

第 四 十 七 条 中 「 厚 生 労 働 大 臣 」 を 「 内 閣 総 理 大 臣 」 に 改 め る 。

第 五 十 九 条 第 一 項 中 「 、 厚 生 労 働 大 臣 」 を 「 、 こ ど も 家 庭 庁 長 官 」 に 改 め 、 同 項 第 四 号 及 び 同

条 第 二 項 中 「 厚 生 労 働 大 臣 」 を 「 こ ど も 家 庭 庁 長 官 」 に 改 め る 。

第 八 十 二 条 第 一 項 中 「 厚 生 労 働 大 臣 」 を 「 こ ど も 家 庭 庁 長 官 」 に 改 め 、 同 条 第 七 項 中 「 通 所 」

を 「 入 所 」 に 改 め る 。

第 八 十 八 条 第 二 項 中 「 通 所 」 を 「 入 所 」 に 改 め る 。

第 九 十 三 条 第 一 項 中 「 、 厚 生 労 働 大 臣 」 を 「 、 こ ど も 家 庭 庁 長 官 」 に 改 め 、 同 項 第 四 号 及 び 同

条 第 二 項 中 「 厚 生 労 働 大 臣 」 を 「 こ ど も 家 庭 庁 長 官 」 に 改 め る 。

第 百 一 条 第 一 項 中 「 厚 生 労 働 省 組 織 規 則 （ 平 成 十 三 年 厚 生 労 働 省 令 第 一 号 ） 第 六 百 二 十 二 条 に

規 定 す る 児 童 自 立 支 援 専 門 員 養 成 所 （ 以 下 「 養 成 所 」 を 「 こ ど も 家 庭 庁 組 織 規 則 （ 令 和 五 年 内 閣

府 令 第 三 十 八 号 ） 第 十 六 条 に 規 定 す る 人 材 育 成 セ ン タ ー （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 人 材 育 成 セ ン

タ ー 」 に 改 め 、 同 項 第 三 号 及 び 第 四 号 中 「 養 成 所 」 を 「 人 材 育 成 セ ン タ ー 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項

中 「 厚 生 労 働 大 臣 」 を 「 こ ど も 家 庭 庁 長 官 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

こ ど も 家 庭 庁 設 置 法 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 等 の 施 行 に 伴 い 、 関 係 条 例 の 規 定

を 整 理 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。



議

案

第

六

号

請

負

契

約

の

締

結

に

つ

い

て

（

金

沢

外

環

状

道

路

海

側

幹

線

Ⅳ

期

地

方

道

改

築

工

事

（

浅

野

川

う

み

か

ん

大

橋

海

側

Ｐ

７

－

Ｐ

９

上

部

工

）

）

（１９）

議
案
第
６
号

請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

請
負
契
約
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

令
和
５
年
６
月
１
３
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

１
工
事
の
名
称

金
沢
外
環
状
道
路
海
側
幹
線
Ⅳ
期
地
方
道
改
築
工
事
（
浅
野
川
う
み
か
ん
大
橋
海
側
Ｐ
７
－
Ｐ
９
上
部
工
）

２
契
約
金
額

７
２
２
，
７
０
０
，
０
０
０
円

３
契
約
の
相
手
方

東
京
都
中
央
区
晴
海
二
丁
目
５
番
２
４
号

株
式
会
社
ピ
ー
エ
ス
三
菱

代
表
取
締
役
社
長
執
行
役
員
森

拓
也

上
記
代
理
人
金
沢
市
広
岡
一
丁
目
５
番
２
３
号

株
式
会
社
ピ
ー
エ
ス
三
菱
金
沢
営
業
所

所
長
谷
口

猛





議

案

第

七

号

委

託

契

約

の

締

結

に

つ

い

て

（

二

級

河

川

高

橋

川

広

域

河

川

改

修

事

業

に

伴

う

北

陸

鉄

道

石

川

線

荒

川

橋

梁

改

修

工

事

）

（２１）

議
案
第
７
号

委
託
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

委
託
契
約
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

令
和
５
年
６
月
１
３
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

１
委
託
事
業
の
名
称

二
級
河
川
高
橋
川
広
域
河
川
改
修
事
業
に
伴
う
北
陸
鉄
道
石
川
線
荒
川
橋
梁
改
修
工
事

２
契
約
金
額

３
，
５
７
３
，
９
０
０
，
０
０
０
円

３
契
約
の
相
手
方

金
沢
市
割
出
町
５
５
６
番
地

北
陸
鉄
道
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
宮
岸
武
司





議

案

第

八

号

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

に

つ

い

て

（２３）

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 石 川 県 条 例 第 二 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

第 十 四 条 の 九 第 二 項 中 「 も の 」 の 下 に 「 並 び に 内 閣 総 理 大 臣 、 国 賓 等 の 身 辺 警 護 の 業 務 」 を 加 え

る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 規 定 は 、 令 和 五

年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

提 案 理 由

職 員 の 勤 務 実 態 を 考 慮 し て 、 身 辺 警 衛 等 の 業 務 に 従 事 す る 警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 の 見 直 し を 行

う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 八 号

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 五 年 六 月 十 三 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例



議

案

第

九

号

石

川

県

警

察

関

係

手

数

料

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

に

つ

い

て

（２５）

石 川 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 石 川 県 条 例 第 二 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 七 の 項

２
９

ヨ 中 「 第 百 八 条 の 二 第 一 項 第 十 五 号 」 の 下 に 「 又 は 第 十 六 号 」 を 加 え る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 七 月 一 日 又 は こ の 条 例 の 公 布 の 日 の い ず れ か 遅 い 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

道 路 交 通 法 の 一 部 改 正 に よ り 、 特 定 小 型 原 動 機 付 自 転 車 運 転 者 講 習 制 度 が 創 設 さ れ た こ と に 伴 い 、

新 た に 手 数 料 の 額 を 定 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 九 号

石 川 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 五 年 六 月 十 三 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例



報

告

第

一

号

令

和

四

年

度

石

川

県

一

般

会

計

補

正

予

算

（

第

七

号

）

の

専

決

処

分

の

報

告

に

つ

い

て

（２７）

報
告
第
１
号

令
和
４
年
度
石
川
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
７
号
）
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
１
７
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
専
決
処
分
し
た
の
で
報
告
す
る
。

令
和
５
年
６
月
１
３
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

専
決
第
１
４
号

令
和
４
年
度
石
川
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
７
号
）

令
和
４
年
度
の
石
川
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
７
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
予
算
の
補
正
）

第
１
条
歳
入
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
予
算
の
金
額
は
、
「
第
１
表
令
和
４
年
度
石
川
県
一
般
会
計
歳
入
補
正
予

算
」
に
よ
る
。

（
地
方
債
の
補
正
）

第
２
条
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
２
３
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
地
方
債
の
変
更
及
び
追
加
は
、
「
第
２
表
地
方
債
補
正
」
に
よ
る
。

（
繰
越
明
許
費
の
補
正
）

第
３
条
地
方
自
治
法
第
２
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
繰
越
明
許
費
の
追
加
は
、
「
第
３
表
繰
越
明
許
費
補
正
」
に
よ
る
。

令
和
５
年
３
月
３
１
日

地
方
自
治
法
第
１
７
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
専
決

石
川
県
知
事

馳
浩



報

告

第

一

号

令

和

四

年

度

石

川

県

一

般

会

計

補

正

予

算

（

第

七

号

）

の

専

決

処

分

の

報

告

に

つ

い

て

（２８）

第
１
表
令
和
４
年
度
石
川
県
一
般
会
計
歳
入
補
正
予
算

千
円

千
円

千
円

�
印
減

計

１
６
１
，
１
８
０
，
７
５
５

４
７
，
７
０
８
，
６
４
６

４
２
，
７
８
８
，
１
５
１

３
６
，
２
６
６
，
６
１
６

５
３
７
，
８
８
４

９
，
７
３
４
，
０
５
８

１
８
，
７
８
３
，
０
０
０

８
４
３
，
６
５
５

８
４
３
，
６
５
５

１
４
２
，
６
０
７
，
１
７
４

１
４
２
，
６
０
７
，
１
７
４

２
５
１
，
７
８
７

補
正

額

７
８
０
，
７
５
５

１
６
１
，
０
４
６

４
５
８
，
１
５
１

９
６
，
６
１
６

３
７
，
８
８
４

�
６
５
，
９
４
２

９
３
，
０
０
０

４
９
，
１
１
８

４
９
，
１
１
８

１
，
２
０
０
，
１
７
４

１
，
２
０
０
，
１
７
４

�
２
，
２
１
３

補
正
前
の
額

１
６
０
，
４
０
０
，
０
０
０

４
７
，
５
４
７
，
６
０
０

４
２
，
３
３
０
，
０
０
０

３
６
，
１
７
０
，
０
０
０

５
０
０
，
０
０
０

９
，
８
０
０
，
０
０
０

１
８
，
６
９
０
，
０
０
０

７
９
４
，
５
３
７

７
９
４
，
５
３
７

１
４
１
，
４
０
７
，
０
０
０

１
４
１
，
４
０
７
，
０
０
０

２
５
４
，
０
０
０

項

県
民

税

事
業

税

地
方

消
費

税

ゴ
ル
フ
場
利
用
税

軽
油

引
取

税

自
動

車
税

地
方
特
例
交
付
金

地
方

交
付

税

１ ２ ３ ６ ７ ８ １ １

歳
入

款

県
税

地
方
特
例
交
付
金

地
方

交
付

税

交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金

１ ４ ５ ６



報

告

第

一

号

令

和

四

年

度

石

川

県

一

般

会

計

補

正

予

算

（

第

七

号

）

の

専

決

処

分

の

報

告

に

つ

い

て

（２９）

２
５
１
，
７
８
７

４
１
５
，
７
１
４

４
１
５
，
７
１
４

５
８
，
５
８
８
，
０
０
０

５
８
，
５
８
８
，
０
０
０

６６
１
，３
６６
，９
７２

�
２
，
２
１
３

�
２
７
，
８
３
４

�
２
７
，
８
３
４

�
２
，
０
０
０
，
０
０
０

�
２
，
０
０
０
，
０
０
０ －

２
５
４
，
０
０
０

４
４
３
，
５
４
８

４
４
３
，
５
４
８

６
０
，
５
８
８
，
０
０
０

６
０
，
５
８
８
，
０
０
０

６６
１
，３
６６
，９
７２

交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金

寄
附

金

県
債

歳
入

合
計

１ １ １

寄
附

金

県
債

１
１

１
５



報

告

第

一

号

令

和

四

年

度

石

川

県

一

般

会

計

補

正

予

算

（

第

七

号

）

の

専

決

処

分

の

報

告

に

つ

い

て

（３０）

第
２
表
地
方
債
補
正

千
円

千
円

起
債

の
目

的

補
正

前
補

正
後

限
度

額
起
債
の
方
法
利

率
償

還
の

方
法

限
度

額
起
債
の
方
法
利

率
償

還
の

方
法

子
ど
も
交
流
セ
ン
タ
ー
費

２
９
２
，
０
０
０

普
通
貸
借
又

は
証
券
発
行

８
．
５
％
以
内

（
た
だ
し
、
利

率
見
直
し
方

式
で
借
り
入

れ
る
資
金
に

つ
い
て
、
利

率
の
見
直
し

を
行
っ
た
後

に
お
い
て
は
、

当
該
見
直
し

後
の
利
率
）

借
入
先
の
融
通
条
件
に
よ
る
。

た
だ
し
、
県
財
政
そ
の
他
の

都
合
に
よ
り
、
据
置
期
間
及

び
償
還
期
限
を
短
縮
し
、
若

し
く
は
繰
上
償
還
又
は
借
換

え
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
９
１
，
０
０
０

普
通
貸
借
又

は
証
券
発
行

８
．
５
％
以
内

（
た
だ
し
、
利

率
見
直
し
方

式
で
借
り
入

れ
る
資
金
に

つ
い
て
、
利

率
の
見
直
し

を
行
っ
た
後

に
お
い
て
は
、

当
該
見
直
し

後
の
利
率
）

借
入
先
の
融
通
条
件
に
よ
る
。

た
だ
し
、
県
財
政
そ
の
他
の

都
合
に
よ
り
、
据
置
期
間
及

び
償
還
期
限
を
短
縮
し
、
若

し
く
は
繰
上
償
還
又
は
借
換

え
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

自
然

環
境

費
６
２
，
０
０
０

４
０
，
０
０
０

工
業

試
験

場
費

４
２
３
，
０
０
０

２
９
４
，
０
０
０

観
光

振
興

費
３
４
１
，
０
０
０

３
４
０
，
０
０
０

農
業
農
村
整
備
事
業
費

２
，
３
５
４
，
０
０
０

２
，
０
２
６
，
０
０
０

林
道

費
３
９
５
，
０
０
０

３
１
２
，
０
０
０

治
山

費
１
，
０
９
３
，
０
０
０

９
４
２
，
０
０
０

水
産

業
振

興
費

１
２
５
，
０
０
０

１
１
５
，
０
０
０

漁
港

建
設

費
３
０
５
，
０
０
０

２
９
３
，
０
０
０

道
路

建
設

費
８
，
３
１
８
，
０
０
０

７
，
４
３
０
，
０
０
０

道
路

整
備

費
３
，
７
１
０
，
０
０
０

４
，
４
０
９
，
０
０
０

河
川

改
良

費
４
，
９
４
３
，
０
０
０

４
，
４
１
５
，
０
０
０

河
川
総
合
開
発
事
業
費

１
５
２
，
０
０
０

１
３
１
，
０
０
０



報

告

第

一

号

令

和

四

年

度

石

川

県

一

般

会

計

補

正

予

算

（

第

七

号

）

の

専

決

処

分

の

報

告

に

つ

い

て

（３１）

砂
防
地
す
べ
り
対
策
費

２
，
１
３
０
，
０
０
０

２
，
１
２
９
，
０
０
０

砂
防
地
す
べ
り
防
止

施
設

整
備

費

４
３
９
，
０
０
０

４
３
０
，
０
０
０

海
岸

保
全

費
３
８
２
，
０
０
０

２
６
４
，
０
０
０

港
湾

管
理

費
４
０
８
，
０
０
０

５
１
３
，
０
０
０

港
湾

改
良

費
６
０
１
，
０
０
０

３
９
２
，
０
０
０

街
路

事
業

費
６
６
４
，
０
０
０

４
２
６
，
０
０
０

都
市
計
画
整
備
費

１
，
０
８
５
，
０
０
０

１
，
０
７
８
，
０
０
０

公
園

整
備

費
１
，
０
３
０
，
０
０
０

７
０
６
，
０
０
０

公
営
住
宅
建
設
費

３
５
５
，
０
０
０

３
９
９
，
０
０
０

警
察

施
設

費
３
３
７
，
０
０
０

３
０
４
，
０
０
０

交
通
指
導
取
締
費

２
８
９
，
０
０
０

６
３
５
，
０
０
０

高
等
学
校
整
備
費

９
７
３
，
０
０
０

１
，
０
８
６
，
０
０
０

特
別
支
援
学
校
整
備
費

６
１
，
０
０
０

１
６
７
，
０
０
０

文
化

財
保

護
費

１
０
０
，
０
０
０

７
７
，
０
０
０

林
地
荒
廃
防
止
施
設

災
害
復
旧
事
業
費

５
４
，
０
０
０

５
３
，
０
０
０



報

告

第

一

号

令

和

四

年

度

石

川

県

一

般

会

計

補

正

予

算

（

第

七

号

）

の

専

決

処

分

の

報

告

に

つ

い

て

（３２）

千
円

千
円

起
債

の
目

的

補
正

前
補

正
後

限
度

額
起
債
の
方
法
利

率
償

還
の

方
法

限
度

額
起
債
の
方
法
利

率
償

還
の

方
法

土
木
施
設
災
害
復
旧
費

１
，
６
３
１
，
０
０
０

１
，
６
２
９
，
０
０
０

諸
施
設
災
害
復
旧
費

１
２
６
，
０
０
０

１
２
５
，
０
０
０

文
化

振
興

費
３
９
８
，
０
０
０

９
７
，
０
０
０

ス
ポ
ー
ツ
振
興
費

６
７
６
，
０
０
０

５
７
８
，
０
０
０

一
般

管
理

費
１
２
６
，
０
０
０

計
６０
，５
８８
，０
００

５８
，５
８８
，０
００



報

告

第

一

号

令

和

四

年

度

石

川

県

一

般

会

計

補

正

予

算

（

第

七

号

）

の

専

決

処

分

の

報

告

に

つ

い

て

（３３）

第
３
表
繰
越
明
許
費
補
正

千
円

千
円

千
円

款
項

事
業

名
補
正
前
の
額

補
正

額
計

５
健
康
福
祉
費

２
，
０
３
３
，
６
６
７

４
，
４
８
０
，
５
２
０

６
，
５
１
４
，
１
８
７

５
健
康
推
進
費

－
３
２
２
，
０
３
０

３
２
２
，
０
３
０

健
康

推
進

諸
費

－
３
２
２
，
０
３
０

３
２
２
，
０
３
０

７
医
薬
看
護
費

１
８
９
，
０
０
０

４
，
１
５
８
，
４
９
０

４
，
３
４
７
，
４
９
０

医
薬

看
護

諸
費

－
４
，
１
５
８
，
４
９
０

４
，
１
５
８
，
４
９
０

合
計

８１
，２
４２
，８
６５

４
，４
８０
，５
２０

８５
，７
２３
，３
８５



報

告

第

二

号

石

川

県

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

の

専

決

処

分

の

報

告

に

つ

い

て

（３５）

報
告
第
２
号

石
川
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
１
７
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
専
決
処
分
し
た
の
で
報
告
す
る
。

令
和
５
年
６
月
１
３
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩



報

告

第

二

号

石

川

県

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

の

専

決

処

分

の

報

告

に

つ

い

て

（３６）

専 決 第 十 三 号

石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 五 年 三 月 三 十 一 日

地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 百 七 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 専 決

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

石 川 県 税 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 石 川 県 条 例 第 二 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 十 八 条 第 二 項 中 「 第 七 十 二 条 の 二 十 五 第 三 項 若 し く は 第 五 項 （ こ れ ら の 規 定 を 」 を 「 第 七 十

二 条 の 二 十 五 第 三 項 （ 法 第 七 十 二 条 の 二 十 八 第 二 項 及 び 法 第 七 十 二 条 の 二 十 九 第 二 項 に お い て 準 用

す る 場 合 を 含 む 。 ） 若 し く は 第 五 項 （ 」 に 、 「 及 び 法 第 七 十 二 条 の 二 十 九 第 二 項 」 を 「 並 び に 法 第 七

十 二 条 の 二 十 九 第 二 項 及 び 第 六 項 」 に 改 め る 。

第 百 三 十 二 条 第 四 号 中 「 エ ネ ル ギ ー の 使 用 の 合 理 化 等 に 関 す る 法 律 」 を 「 エ ネ ル ギ ー の 使 用 の 合

理 化 及 び 非 化 石 エ ネ ル ギ ー へ の 転 換 等 に 関 す る 法 律 」 に 、 「 第 百 四 十 七 条 第 一 号 イ 」 を 「 第 百 五 十

一 条 第 一 号 イ 」 に 改 め 、 同 条 第 五 号 中 「 エ ネ ル ギ ー の 使 用 の 合 理 化 等 に 関 す る 法 律 第 百 四 十 五 条 第

一 項 」 を 「 エ ネ ル ギ ー の 使 用 の 合 理 化 及 び 非 化 石 エ ネ ル ギ ー へ の 転 換 等 に 関 す る 法 律 第 百 四 十 九 条

第 一 項 」 に 改 め る 。

附 則 第 五 条 第 四 項 中 「 令 和 五 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 令 和 八 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 。

附 則 第 七 条 第 一 項 及 び 第 二 項 中 「 令 和 五 年 度 」 を 「 令 和 八 年 度 」 に 改 め る 。

附 則 第 十 二 条 の 八 第 一 項 中 「 令 和 五 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 令 和 七 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め 、 同 条

第 三 項 及 び 第 四 項 を 削 り 、 同 条 第 五 項 中 「 第 二 項 第 三 号 イ 」 の 下 に 「 若 し く は ロ 」 を 、 「 掲 げ る 軽

油 自 動 車 」 の 下 に 「 （ 法 第 百 四 十 九 条 第 一 項 第 六 号 に 規 定 す る 軽 油 自 動 車 を い う 。 以 下 こ の 項 及 び

附 則 第 十 三 条 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 加 え 、 「 令 和 五 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 令 和 五 年 十 二 月 三 十 一 日 」

に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 三 項 と す る 。

附 則 第 十 二 条 の 十 第 二 項 を 削 る 。

附 則 第 十 三 条 第 一 項 中 「 天 然 ガ ス 自 動 車 を い う 。 以 下 こ の 条 」 を 「 天 然 ガ ス 自 動 車 を い う 。 第 三

項 第 二 号 」 に 、 「 除 く 。 以 下 」 を 「 除 く 。 同 条 に お い て 」 に 改 め 、 同 項 第 一 号 中 「 ガ ソ リ ン 自 動 車

（ 以 下 こ の 条 」 を 「 ガ ソ リ ン 自 動 車 （ 第 三 項 第 四 号 及 び 第 四 項 第 一 号 」 に 、 「 同 項 第 五 号 」 を 「 同

条 第 一 項 第 五 号 」 に 、 「 石 油 ガ ス 自 動 車 （ 以 下 こ の 条 」 を 「 石 油 ガ ス 自 動 車 （ 第 三 項 第 五 号 及 び 第

四 項 第 二 号 」 に 、 「 平 成 二 十 二 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 平 成 二 十 五 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め 、 同 項 第



報

告

第

二

号

石

川

県

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

の

専

決

処

分

の

報

告

に

つ

い

て

（３７）

二 号 中 「 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 平 成 二 十 七 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 か ら 第

五 項 ま で を 削 り 、 同 条 第 六 項 中 「 （ 自 家 用 乗 用 車 等 を 除 く 。 ） 」 及 び 「 、 当 該 自 動 車 が 令 和 三 年 四 月

一 日 か ら 令 和 四 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 初 回 新 規 登 録 を 受 け た 場 合 に は 令 和 四 年 度 分 の 自 動 車 税

の 種 別 割 に 限 り 」 を 削 り 、 「 令 和 五 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 令 和 八 年 三 月 三 十 一 日 」 に 、 「 令 和 五 年 度

分 」 を 「 、 当 該 初 回 新 規 登 録 を 受 け た 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 分 」 に 、 「 第 三 項 の 表 」 を 「 次 の 表 」

に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 平 成 三 十 年 天 然 ガ ス 車 基 準 」 を 「 道 路 運 送 車 両 法 第 四 十 一 条 第 一 項 の 規 定

に よ り 平 成 三 十 年 十 月 一 日 以 降 に 適 用 さ れ る べ き も の と し て 定 め ら れ た 法 第 百 四 十 九 条 第 一 項 第 二

号 イ に 規 定 す る 排 出 ガ ス 保 安 基 準 で 省 令 で 定 め る も の 」 に 、 「 又 は 平 成 二 十 一 年 天 然 ガ ス 車 基 準 」

を 「 又 は 同 号 ロ に 規 定 す る 平 成 二 十 一 年 天 然 ガ ス 車 基 準 （ 以 下 こ の 号 に お い て 「 平 成 二 十 一 年 天 然

ガ ス 車 基 準 」 と い う 。 ） 」 に 改 め 、 同 項 第 三 号 中 「 プ ラ グ イ ン ハ イ ブ リ ッ ド 車 」 の 下 に 「 （ 法 第 百 四

十 九 条 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 充 電 機 能 付 電 力 併 用 自 動 車 を い う 。 ） 」 を 加 え 、 同 項 第 四 号 中 「 平 成

三 十 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車 基 準 」 を 「 法 第 百 四 十 九 条 第 一 項 第 四 号 イ � � � に 規 定 す る 平 成 三 十 年 ガ ソ

リ ン 軽 中 量 車 基 準 （ 次 項 第 一 号 に お い て 「 平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車 基 準 」 と い う 。 ） 」 に 、 「 平

成 十 七 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車 基 準 」 を 「 同 条 第 一 項 第 四 号 イ � �� に 規 定 す る 平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン 軽 中

量 車 基 準 （ 次 項 第 一 号 に お い て 「 平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車 基 準 」 と い う 。 ） 」 に 、 「 法 第 百 四 十

九 条 第 一 項 第 四 号 イ � 」 を 「 同 条 第 一 項 第 四 号 イ � 」 に 、 「 令 和 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 」

を 「 同 号 イ � に 規 定 す る 令 和 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 （ 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 「 令 和

二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 」 と い う 。 ） 」 に 改 め 、 同 項 第 五 号 中 「 平 成 三 十 年 石 油 ガ ス 軽 中 量 車

基 準 」 を 「 法 第 百 四 十 九 条 第 一 項 第 五 号 イ � � � に 規 定 す る 平 成 三 十 年 石 油 ガ ス 軽 中 量 車 基 準 （ 次 項

第 二 号 に お い て 「 平 成 三 十 年 石 油 ガ ス 軽 中 量 車 基 準 」 と い う 。 ） 」 に 、 「 平 成 十 七 年 石 油 ガ ス 軽 中 量

車 基 準 」 を 「 同 条 第 一 項 第 五 号 イ � �� に 規 定 す る 平 成 十 七 年 石 油 ガ ス 軽 中 量 車 基 準 （ 次 項 第 二 号 に

お い て 「 平 成 十 七 年 石 油 ガ ス 軽 中 量 車 基 準 」 と い う 。 ） 」 に 改 め 、 同 項 第 六 号 中 「 平 成 三 十 年 軽 油 軽

中 量 車 基 準 」 を 「 法 第 百 四 十 九 条 第 一 項 第 六 号 イ � に 規 定 す る 平 成 三 十 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準 （ 次 項

第 三 号 に お い て 「 平 成 三 十 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準 」 と い う 。 ） 」 に 、 「 平 成 二 十 一 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準 」

を 「 同 条 第 一 項 第 六 号 イ � に 規 定 す る 平 成 二 十 一 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準 （ 次 項 第 三 号 に お い て 「 平 成

二 十 一 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準 」 と い う 。 ） 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 表 を 加 え る 。

第 一 項 第 一 号 イ 七 千 五 百 円 二 千 円

八 千 五 百 円 二 千 五 百 円

九 千 五 百 円 二 千 五 百 円

一 万 三 千 八 百 円 三 千 五 百 円

一 万 五 千 七 百 円 四 千 円

一 万 七 千 九 百 円 四 千 五 百 円

二 万 五 百 円 五 千 五 百 円
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二 万 三 千 六 百 円 六 千 円

二 万 七 千 二 百 円 七 千 円

四 万 七 百 円 一 万 五 百 円

第 一 項 第 一 号 ロ 二 万 五 千 円 六 千 五 百 円

三 万 五 百 円 八 千 円

三 万 六 千 円 九 千 円

四 万 三 千 五 百 円 一 万 千 円

五 万 円 一 万 二 千 五 百 円

五 万 七 千 円 一 万 四 千 五 百 円

六 万 五 千 五 百 円 一 万 六 千 五 百 円

七 万 五 千 五 百 円 一 万 九 千 円

八 万 七 千 円 二 万 二 千 円

十 一 万 円 二 万 七 千 五 百 円

第 一 項 第 二 号 イ 六 千 五 百 円 二 千 円

九 千 円 二 千 五 百 円

一 万 二 千 円 三 千 円

一 万 五 千 円 四 千 円

一 万 八 千 五 百 円 五 千 円

二 万 二 千 円 五 千 五 百 円

二 万 五 千 五 百 円 六 千 五 百 円

二 万 九 千 五 百 円 七 千 五 百 円

四 千 七 百 円 千 二 百 円

第 一 項 第 二 号 ロ 八 千 円 二 千 円

一 万 千 五 百 円 三 千 円

一 万 六 千 円 四 千 円

二 万 五 百 円 五 千 五 百 円

二 万 五 千 五 百 円 六 千 五 百 円

三 万 円 七 千 五 百 円

三 万 五 千 円 九 千 円

四 万 五 百 円 一 万 五 百 円

六 千 三 百 円 千 六 百 円

第 一 項 第 二 号 ハ � 及 び 第 五 号 ロ � 七 千 五 百 円 二 千 円

一 万 五 千 百 円 四 千 円
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第 一 項 第 二 号 ハ � 及 び 第 五 号 ロ � 一 万 二 百 円 三 千 円

二 万 六 百 円 五 千 五 百 円

第 一 項 第 三 号 イ � 一 万 二 千 円 三 千 円

一 万 四 千 五 百 円 四 千 円

一 万 七 千 五 百 円 四 千 五 百 円

二 万 円 五 千 円

二 万 二 千 五 百 円 六 千 円

二 万 五 千 五 百 円 六 千 五 百 円

二 万 九 千 円 七 千 五 百 円

第 一 項 第 三 号 イ � 二 万 六 千 五 百 円 七 千 円

三 万 二 千 円 八 千 円

三 万 八 千 円 九 千 五 百 円

四 万 四 千 円 一 万 千 円

五 万 五 百 円 一 万 三 千 円

五 万 七 千 円 一 万 四 千 五 百 円

六 万 四 千 円 一 万 六 千 円

第 一 項 第 三 号 ロ 三 万 三 千 円 八 千 五 百 円

四 万 千 円 一 万 五 百 円

四 万 九 千 円 一 万 二 千 五 百 円

五 万 七 千 円 一 万 四 千 五 百 円

六 万 五 千 五 百 円 一 万 六 千 五 百 円

七 万 四 千 円 一 万 八 千 五 百 円

八 万 三 千 円 二 万 千 円

第 一 項 第 四 号 四 千 五 百 円 千 五 百 円

六 千 円 千 五 百 円

第 一 項 第 五 号 イ 一 万 七 千 六 百 円 四 千 五 百 円

二 万 三 千 六 百 円 六 千 円

第 一 項 第 五 号 ニ 二 万 円 五 千 円

二 万 四 千 四 百 円 六 千 五 百 円

二 万 八 千 八 百 円 七 千 五 百 円

三 万 四 千 八 百 円 九 千 円

四 万 円 一 万 円

四 万 五 千 六 百 円 一 万 千 五 百 円
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五 万 二 千 四 百 円 一 万 三 千 五 百 円

六 万 四 百 円 一 万 五 千 五 百 円

六 万 九 千 六 百 円 一 万 七 千 五 百 円

八 万 八 千 円 二 万 二 千 円

第 一 項 第 五 号 ホ � 九 千 円 二 千 五 百 円

一 万 八 千 五 百 円 五 千 円

第 一 項 第 五 号 ホ � 一 万 千 五 百 円 三 千 円

二 万 五 千 五 百 円 六 千 五 百 円

第 二 項 第 一 号 三 千 七 百 円 千 円

四 千 七 百 円 千 二 百 円

六 千 三 百 円 千 六 百 円

第 二 項 第 二 号 五 千 二 百 円 千 三 百 円

六 千 三 百 円 千 六 百 円

八 千 円 二 千 円

第 三 項 一 万 二 千 円 三 千 円

一 万 四 千 五 百 円 四 千 円

一 万 七 千 五 百 円 四 千 五 百 円

二 万 円 五 千 円

二 万 二 千 五 百 円 六 千 円

二 万 五 千 五 百 円 六 千 五 百 円

二 万 九 千 円 七 千 五 百 円

附 則 第 十 三 条 第 六 項 を 同 条 第 三 項 と し 、 同 条 第 七 項 中 「 第 百 四 十 四 条 の 五 第 一 項 」 を 「 第 百 四 十

四 条 の 五 第 一 項 第 一 号 イ 及 び 第 四 号 イ 」 に 改 め 、 「 、 当 該 営 業 用 の 乗 用 車 が 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら

令 和 四 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 初 回 新 規 登 録 を 受 け た 場 合 に は 令 和 四 年 度 分 の 自 動 車 税 の 種 別 割

に 限 り 」 を 削 り 、 「 令 和 五 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 令 和 七 年 三 月 三 十 一 日 」 に 、 「 令 和 五 年 度 分 」 を 「 、

当 該 初 回 新 規 登 録 を 受 け た 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 分 」 に 、 「 第 四 項 」 を 「 次 」 に 、 「 同 条 」 を 「 同

項 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 表 を 加 え る 。

第 一 号 イ 七 千 五 百 円 四 千 円

八 千 五 百 円 四 千 五 百 円

九 千 五 百 円 五 千 円

一 万 三 千 八 百 円 七 千 円

一 万 五 千 七 百 円 八 千 円



報

告

第

二

号

石

川

県

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

の

専

決

処

分

の

報

告

に

つ

い

て

（４１）

一 万 七 千 九 百 円 九 千 円

二 万 五 百 円 一 万 五 百 円

二 万 三 千 六 百 円 一 万 二 千 円

二 万 七 千 二 百 円 一 万 四 千 円

四 万 七 百 円 二 万 五 百 円

第 四 号 イ 四 千 五 百 円 二 千 五 百 円

附 則 第 十 三 条 第 七 項 を 同 条 第 四 項 と し 、 同 条 第 八 項 中 「 第 三 項 か ら 前 項 ま で 」 を 「 第 三 項 又 は 前

項 」 に 、 「 附 則 第 十 三 条 第 三 項 か ら 第 七 項 ま で 」 を 「 附 則 第 十 三 条 第 三 項 及 び 第 四 項 」 に 改 め 、 同

項 を 同 条 第 五 項 と す る 。

附 則 第 十 四 条 第 一 項 中 「 前 日 ま で に 初 回 新 規 登 録 を 受 け た 自 家 用 乗 用 車 等 」 を 「 前 日 ま で に 初 回

新 規 登 録 を 受 け た 自 家 用 の 乗 用 車 及 び キ ャ ン ピ ン グ 車 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 自 家 用 乗 用 車 等 」 と

い う 。 ） 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 自 動 車 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

２ こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 税 条 例 （ 次 項 に お い て 「 新 条 例 」 と い う 。 ） の 規 定 中 自 動 車 税

の 環 境 性 能 割 に 関 す る 部 分 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 に 取 得 さ れ た 自 動 車 に 対 し て 課 す べ き 自

動 車 税 の 環 境 性 能 割 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 取 得 さ れ た 自 動 車 に 対 し て 課 す る 自 動 車 税 の 環 境

性 能 割 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

３ 新 条 例 附 則 第 十 三 条 の 規 定 は 、 令 和 五 年 度 以 後 の 年 度 分 の 自 動 車 税 の 種 別 割 に つ い て 適 用 し 、

令 和 四 年 度 分 ま で の 自 動 車 税 の 種 別 割 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。
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費

繰

越

計

算

書

に

つ

い

て

（４７）

報
告
第
５
号

令
和
４
年
度
石
川
県
一
般
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
４
６
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
４
年
度
石
川
県
一
般
会
計
歳
出
予
算
の
繰
越
し
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
報
告
す
る
。

令
和
５
年
６
月
１
３
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

令
和
４
年
度
石
川
県
一
般
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書

左
の

財
源

内
訳

一
般
財
源

４
５
２
，
５
７
３
，
０
０
０

４
５
２
，
５
７
３
，
０
０
０

２
４
，
０
０
０
，
０
０
０

１
４
５
，
０
０
０
，
０
０
０

１
８
６
，
２
７
３
，
０
０
０

９
７
，
３
０
０
，
０
０
０

３
２
６
，
９
０
９
，
２
８
０

未
収

入
特

定
財

源

そ
の
他

５
６
，
９
０
１
，
６
０
７

地
方
債

２
，
２
１
６
，
０
０
０
，
０
０
０

国
支
出
金

１
４
５
，
０
０
０
，
０
０
０

１
４
５
，
０
０
０
，
０
０
０

１
４
５
，
０
０
０
，
０
０
０

１
３
，
０
０
０
，
０
０
０

既
収
入

特
定
財
源

翌
年
度

繰
越
額

５
９
７
，
５
７
３
，
０
０
０

５
９
７
，
５
７
３
，
０
０
０

２
４
，
０
０
０
，
０
０
０

２
９
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
８
６
，
２
７
３
，
０
０
０

９
７
，
３
０
０
，
０
０
０

２
，
６
１
２
，
８
１
０
，
８
８
７

繰
越
明
許
費

議
決
額

５
９
７
，
５
７
３
，
０
０
０

５
９
７
，
５
７
３
，
０
０
０

２
４
，
０
０
０
，
０
０
０

２
９
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
８
６
，
２
７
３
，
０
０
０

９
７
，
３
０
０
，
０
０
０

２
，
９
４
２
，
８
１
４
，
０
０
０

事
業
名

石
川
県
公
立
大
学
法
人

整
備

費

石
川
県
広
域
デ
ー
タ

連
携
基
盤
整
備
事
業
費

行
政
デ
ジ
タ
ル
化

推
進

費

行
政
情
報
通
信

基
盤

整
備

費

項

総
務
管
理
費

１

款

総
務

費

企
画
振
興
費

２ ３

円
円

円
円

円
円

円



報

告

第

五

号

令

和

四

年

度

石

川

県

一

般

会

計

繰

越

明

許

費

繰

越

計

算

書

に

つ

い

て

（４８）

左
の

財
源

内
訳

一
般
財
源

３
２
６
，
９
０
９
，
２
８
０

３
９
，
１
８
４
，
０
０
０

２
４
６
，
７
２
５
，
２
８
０

４
１
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，
１
１
９
，
１
３
８
，
０
０
０

１
，
１
１
９
，
１
３
８
，
０
０
０

１
，
２
５
２
，
０
０
０

４
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

７
，
４
１
２
，
０
０
０

７
１
０
，
４
７
４
，
０
０
０

１
２
０
，
８
４
５
，
０
０
０

１
３
，
５
１
０
，
０
０
０

１
２
，
１
１
０
，
０
０
０

１
，
４
０
０
，
０
０
０

未
収

入
特

定
財

源

そ
の
他

５
６
，
９
０
１
，
６
０
７

５
６
，
９
０
１
，
６
０
７

２
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
０
，
０
０
０
，
０
０
０

４
０
１
，
１
５
６
，
０
０
０

１
４
９
，
１
５
２
，
０
０
０

地
方
債

２
，
２
１
６
，
０
０
０
，
０
０
０

２
，
２
１
６
，
０
０
０
，
０
０
０

２
０
９
，
０
０
０
，
０
０
０

２
０
９
，
０
０
０
，
０
０
０

２
，
０
０
０
，
０
０
０

２
０
７
，
０
０
０
，
０
０
０

４
８
５
，
０
０
０
，
０
０
０

国
支
出
金

１
３
，
０
０
０
，
０
０
０

１
３
，
０
０
０
，
０
０
０

１
０
６
，
５
６
３
，
５
０
０

２
９
，
８
２
３
，
０
０
０

２
４
，
２
２
３
，
０
０
０

５
，
６
０
０
，
０
０
０

既
収
入

特
定
財
源

４
，
８
３
５
，
７
３
８
，
０
０
０

３
５
５
，
２
１
８
，
０
０
０

３
５
５
，
２
１
８
，
０
０
０

翌
年
度

繰
越
額

２
，
６
１
２
，
８
１
０
，
８
８
７

５
２
，
１
８
４
，
０
０
０

２
，
５
１
９
，
６
２
６
，
８
８
７

４
１
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，
３
４
８
，
１
３
８
，
０
０
０

１
，
３
４
８
，
１
３
８
，
０
０
０

３
，
２
５
２
，
０
０
０

４
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

７
，
４
１
２
，
０
０
０

９
３
７
，
４
７
４
，
０
０
０

５
，
９
４
９
，
３
０
２
，
５
０
０

５
４
７
，
７
０
３
，
０
０
０

３
９
１
，
５
５
１
，
０
０
０

７
，
０
０
０
，
０
０
０

繰
越
明
許
費

議
決
額

２
，
９
４
２
，
８
１
４
，
０
０
０

５
２
，
１
８
４
，
０
０
０

２
，
８
４
９
，
６
３
０
，
０
０
０

４
１
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，
３
５
０
，
２
０
８
，
０
０
０

１
，
３
５
０
，
２
０
８
，
０
０
０

５
，
３
２
２
，
０
０
０

４
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

７
，
４
１
２
，
０
０
０

９
３
７
，
４
７
４
，
０
０
０

６
，
５
１
４
，
１
８
７
，
０
０
０

５
８
１
，
４
５
１
，
０
０
０

３
９
１
，
５
５
１
，
０
０
０

７
，
０
０
０
，
０
０
０

事
業
名

西
部
緑
地
公
園
再
整
備

基
本
構
想
策
定
費

北
陸
新
幹
線
建
設
費

鉄
道
軌
道
安
全
輸
送

設
備
等
整
備
事
業
費

明
治
・
大
正
レ
ト
ロ

文
化
発
信
拠
点
整
備
費

音
楽
堂
整
備
費

歴
史
博
物
館
整
備
費

ス
ポ
ー
ツ
施
設
整
備
費

介
護
サ
ー
ビ
ス
基
盤

整
備

事
業

費

高
齢
者
福
祉
施
設

災
害

復
旧

費

項

企
画
振
興
費

文
化

ス
ポ
ー
ツ
費

高
齢

者

福
祉

費

１ ２ １

款

県
民
文
化

ス
ポ
ー
ツ
費

健
康
福
祉
費

４ ５

円
円

円
円

円
円

円



報

告

第

五

号

令

和

四

年

度

石

川

県

一

般

会

計

繰

越

明

許

費

繰

越

計

算

書

に

つ

い

て

（４９）

８
３
，
９
０
１
，
０
０
０

６
，
０
６
０
，
０
０
０

７
，
２
３
７
，
０
０
０

７
，
１
５
１
，
０
０
０

１
５
，
７
７
３
，
０
０
０

２
，
２
２
５
，
０
０
０

２
５
，
６
８
２
，
０
０
０

１
９
，
７
７
３
，
０
０
０

２
３
，
４
３
４
，
０
０
０

１
０
，
２
５
０
，
０
０
０

１
３
，
１
８
４
，
０
０
０

１
４
９
，
１
５
２
，
０
０
０

１
４
，
４
２
０
，
０
０
０

１
４
，
４
２
０
，
０
０
０

７
０
，
４
３
０
，
０
０
０

７
０
，
４
３
０
，
０
０
０

３
７
５
，
０
０
０
，
０
０
０

６
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
３
２
，
０
０
０
，
０
０
０

２
７
，
０
０
０
，
０
０
０

１
５
６
，
０
０
０
，
０
０
０

１
１
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
１
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
６
，
８
５
８
，
０
０
０

２
１
，
６
７
７
，
０
０
０

５
，
１
８
１
，
０
０
０

４
９
，
８
８
２
，
５
０
０

２
０
，
５
０
０
，
０
０
０

１
４
９
，
１
５
２
，
０
０
０

５
０
０
，
１
７
９
，
０
０
０

６
，
０
６
０
，
０
０
０

２
８
，
９
１
４
，
０
０
０

５
，
１
８
１
，
０
０
０

１
４
，
４
２
０
，
０
０
０

６
７
，
１
５
１
，
０
０
０

１
４
７
，
７
７
３
，
０
０
０

２
９
，
２
２
５
，
０
０
０

２
５
，
６
８
２
，
０
０
０

１
７
５
，
７
７
３
，
０
０
０

２
５
３
，
７
４
６
，
５
０
０

３
０
，
７
５
０
，
０
０
０

７
０
，
４
３
０
，
０
０
０

１
２
３
，
１
８
４
，
０
０
０

１
８
２
，
９
０
０
，
０
０
０

５
１
１
，
９
６
４
，
０
０
０

６
，
０
６
４
，
０
０
０

２
８
，
９
１
４
，
０
０
０

５
，
９
５
０
，
０
０
０

２
５
，
４
０
４
，
０
０
０

６
７
，
１
５
１
，
０
０
０

１
４
７
，
７
７
３
，
０
０
０

２
９
，
２
５
３
，
０
０
０

２
５
，
６
８
２
，
０
０
０

１
７
５
，
７
７
３
，
０
０
０

７
３
３
，
１
５
２
，
０
０
０

４
９
９
，
５
６
８
，
０
０
０

８
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
２
３
，
１
８
４
，
０
０
０

省
エ

ネ
投

資

緊
急
支
援
事
業
費

保
育
環
境
整
備
事
業
費

認
定
こ
ど
も
園

災
害

復
旧

費

送
迎
バ
ス
安
全
装
置

導
入

事
業

費

省
エ

ネ
投

資

緊
急
支
援
事
業
費

児
童
生
活
指
導

セ
ン
タ
ー
整
備
費

青
少
年
総
合
研
修

セ
ン
タ
ー
整
備
費

児
童
相
談
所
整
備
費

保
育
専
門
学
園

整
備

費

子
ど

も
交

流

セ
ン
タ
ー
整
備
費

障
害
者
支
援
施
設
等

整
備

費

省
エ

ネ
投

資

緊
急
支
援
事
業
費

精
育
園
整
備
費

子
育

て

福
祉

費

障
害
福
祉
費

２ ３



報

告

第

五

号

令

和

四

年

度

石

川

県

一

般

会

計

繰

越

明

許

費

繰

越

計

算

書

に

つ

い

て

（５０）

左
の

財
源

内
訳

一
般
財
源

７
３
０
，
６
９
０
，
０
０
０

７
３
０
，
６
９
０
，
０
０
０

１
９
，
６
８
０
，
０
０
０

未
収

入
特

定
財

源

そ
の
他

９
，
１
０
０
，
０
０
０

９
，
１
０
０
，
０
０
０

６
，
２
７
３
，
０
０
０

６
，
２
７
３
，
０
０
０

１
５
１
，
７
８
１
，
０
０
０

１
５
１
，
７
８
１
，
０
０
０

地
方
債

１
，
３
４
５
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，
３
４
５
，
０
０
０
，
０
０
０

国
支
出
金

２
９
，
３
８
２
，
５
０
０

４
２
２
，
８
９
０
，
０
０
０

４
２
２
，
８
９
０
，
０
０
０

４
０
１
，
８
０
０
，
０
０
０

既
収
入

特
定
財
源

３
２
２
，
０
３
０
，
０
０
０

３
２
２
，
０
３
０
，
０
０
０

４
，
１
５
８
，
４
９
０
，
０
０
０

４
，
１
５
８
，
４
９
０
，
０
０
０

２
３
，
９
０
０
，
０
０
０

２
３
，
９
０
０
，
０
０
０

翌
年
度

繰
越
額

２
９
，
３
８
２
，
５
０
０

９
，
１
０
０
，
０
０
０

９
，
１
０
０
，
０
０
０

３
２
２
，
０
３
０
，
０
０
０

３
２
２
，
０
３
０
，
０
０
０

６
，
２
７
３
，
０
０
０

６
，
２
７
３
，
０
０
０

４
，
３
１
０
，
２
７
１
，
０
０
０

４
，
１
５
８
，
４
９
０
，
０
０
０

１
５
１
，
７
８
１
，
０
０
０

２
，
５
２
２
，
４
８
０
，
０
０
０

２
，
５
２
２
，
４
８
０
，
０
０
０

４
０
１
，
８
０
０
，
０
０
０

１
９
，
６
８
０
，
０
０
０

繰
越
明
許
費

議
決
額

３
０
，
４
０
０
，
０
０
０

９
，
１
０
０
，
０
０
０

９
，
１
０
０
，
０
０
０

３
２
２
，
０
３
０
，
０
０
０

３
２
２
，
０
３
０
，
０
０
０

９
，
０
０
０
，
０
０
０

９
，
０
０
０
，
０
０
０

４
，
３
４
７
，
４
９
０
，
０
０
０

４
，
１
５
８
，
４
９
０
，
０
０
０

１
８
９
，
０
０
０
，
０
０
０

２
，
５
２
２
，
４
８
０
，
０
０
０

２
，
５
２
２
，
４
８
０
，
０
０
０

４
０
１
，
８
０
０
，
０
０
０

１
９
，
６
８
０
，
０
０
０

事
業
名

送
迎
バ
ス
安
全
装
置

導
入

事
業

費

省
エ

ネ
投

資

緊
急
支
援
事
業
費

健
康
推
進
諸
費

省
エ

ネ
投

資

緊
急
支
援
事
業
費

医
薬
看
護
諸
費

省
エ

ネ
投

資

緊
急
支
援
事
業
費

生
活
基
盤
施
設

耐
震
化
等
事
業
費

電
気
自
動
車
等

普
及
促
進
事
業
費

項

地
域
福
祉
費

健
康
推
進
費

生
活
衛
生
費

医
薬
看
護
費

生
活
環
境
費

４ ５ ６ ７ １

款

生
活
環
境
費

６

円
円

円
円

円
円

円
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（５１）

４
８
０
，
０
０
０
，
０
０
０

４
９
，
０
０
０
，
０
０
０

１
５
１
，
０
０
０
，
０
０
０

２
，
１
１
０
，
０
０
０

２
８
，
９
０
０
，
０
０
０

１
，
３
０
１
，
３
４
６
，
４
９
７

１
，
３
０
１
，
３
４
６
，
４
９
７

２
７
０
，
８
０
０
，
０
０
０

４
５
０
，
０
０
０
，
０
０
０

３
５
８
，
４
０
５
，
４
９
７

４
５
，
０
０
０
，
０
０
０

１
７
２
，
６
３
６
，
０
０
０

５
３
０
，
７
３
１
，
０
０
０

５
３
０
，
７
３
１
，
０
０
０

３
０
，
７
３
１
，
０
０
０

５
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
３
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，
３
０
１
，
０
０
０
，
０
０
０

１
２
，
０
０
０
，
０
０
０

９
，
０
０
０
，
０
０
０

２
３
６
，
０
０
０
，
０
０
０

２
３
６
，
０
０
０
，
０
０
０

２
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
２
，
０
０
０
，
０
０
０

９
，
０
９
０
，
０
０
０

３
２
０
，
０
０
０
，
０
０
０

３
２
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
２
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
３
，
９
０
０
，
０
０
０

４
８
０
，
０
０
０
，
０
０
０

９
５
，
９
０
０
，
０
０
０

１
，
４
５
２
，
０
０
０
，
０
０
０

２
４
，
０
０
０
，
０
０
０

２
０
，
２
０
０
，
０
０
０

２
８
，
９
０
０
，
０
０
０

２
，
３
８
８
，
０
７
７
，
４
９
７

２
，
３
８
８
，
０
７
７
，
４
９
７

２
７
０
，
８
０
０
，
０
０
０

３
０
，
７
３
１
，
０
０
０

１
２
０
，
０
０
０
，
０
０
０

９
５
０
，
０
０
０
，
０
０
０

３
５
８
，
４
０
５
，
４
９
７

４
４
５
，
０
０
０
，
０
０
０

１
７
２
，
６
３
６
，
０
０
０

４
８
０
，
０
０
０
，
０
０
０

９
５
，
９
０
０
，
０
０
０

１
，
４
５
２
，
０
０
０
，
０
０
０

２
４
，
０
０
０
，
０
０
０

２
０
，
２
０
０
，
０
０
０

２
８
，
９
０
０
，
０
０
０

２
，
４
２
４
，
７
２
４
，
０
０
０

２
，
４
２
４
，
７
２
４
，
０
０
０

２
７
５
，
８
０
０
，
０
０
０

３
０
，
７
３
１
，
０
０
０

１
２
０
，
０
０
０
，
０
０
０

９
５
０
，
０
０
０
，
０
０
０

３
９
０
，
０
０
０
，
０
０
０

４
４
５
，
０
０
０
，
０
０
０

１
７
２
，
６
３
６
，
０
０
０

物
価
高
騰
対
策
事
業
費

エ
コ
ハ
ウ
ス
機
能

強
化

事
業

費

県
庁
に
お
け
る
温
室

効
果
ガ
ス
排
出
量

削
減
加
速
化
事
業
費

白
山
魅
力
向
上

・
発
信
事
業
費

国
定

公
園

等

環
境
整
備
事
業
費

白
山
自
然
保
護

セ
ン
タ
ー
整
備
費

コ
ロ
ナ
か
ら
の
再
生
・

成
長
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム

事
業

費

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
・
原
油
価
格
等

高
騰
対
策
事
業
費

商
工
業
振
興
対
策
費

物
価
高
騰
対
策
事
業
費

首
都
圏
ア
ン
テ
ナ

シ
ョ
ッ
プ
移
転
・

機
能
強
化
事
業
費

Ｄ
Ｘ
推
進
事
業
費

工
業
試
験
場
整
備
費

商
工

費
１

商
工
労
働
費

７
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（５２）

左
の

財
源

内
訳

一
般
財
源

４
，
５
０
５
，
０
０
０

５
２
，
４
０
５
，
０
０
０

５
２
，
４
０
５
，
０
０
０

５
，
４
０
５
，
０
０
０

４
７
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，
１
３
５
，
３
０
０
，
８
５
６

２
４
，
５
１
９
，
０
０
０

２
４
，
５
１
９
，
０
０
０

５
６
１
，
２
２
２
，
５
１
０

未
収

入
特

定
財

源

そ
の
他

１
，
２
９
２
，
９
５
７
，
７
１
０

２
４
９
，
６
３
４
，
４
５
５

２
４
９
，
６
３
４
，
４
５
５

１
４
９
，
４
６
９
，
５
６
０

１
４
９
，
４
６
９
，
５
６
０

８
４
５
，
０
５
１
，
６
９
５

地
方
債

３
６
，
０
０
０
，
０
０
０

４
０
，
０
０
０
，
０
０
０

４
０
，
０
０
０
，
０
０
０

４
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
，
３
７
９
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，
４
９
８
，
０
０
０
，
０
０
０

国
支
出
金

６
，
８
７
２
，
８
４
６
，
０
０
０

６
，
８
７
２
，
８
４
６
，
０
０
０

６
，
８
７
２
，
８
４
６
，
０
０
０

６
，
７
３
５
，
１
８
３
，
８
２
０

７
０
，
１
２
３
，
０
０
０

７
０
，
１
２
３
，
０
０
０

３
，
９
３
６
，
８
３
４
，
５
２
０

既
収
入

特
定
財
源

１
１
７
，
８
８
０
，
６
０
１

２
１
，
１
２
５
，
６
３
０

翌
年
度

繰
越
額

４
０
，
５
０
５
，
０
０
０

６
，
９
６
５
，
２
５
１
，
０
０
０

６
，
９
６
５
，
２
５
１
，
０
０
０

４
５
，
４
０
５
，
０
０
０

４
７
，
０
０
０
，
０
０
０

６
，
８
７
２
，
８
４
６
，
０
０
０

１
１
，
６
６
０
，
３
２
２
，
９
８
７

３
１
９
，
７
５
７
，
４
５
５

７
０
，
１
２
３
，
０
０
０

２
４
９
，
６
３
４
，
４
５
５

１
７
３
，
９
８
８
，
５
６
０

２
４
，
５
１
９
，
０
０
０

１
４
９
，
４
６
９
，
５
６
０

６
，
８
６
２
，
２
３
４
，
３
５
５

繰
越
明
許
費

議
決
額

４
０
，
５
５
７
，
０
０
０

６
，
９
７
２
，
５
２
４
，
０
０
０

６
，
９
７
２
，
５
２
４
，
０
０
０

５
２
，
６
７
８
，
０
０
０

４
７
，
０
０
０
，
０
０
０

６
，
８
７
２
，
８
４
６
，
０
０
０

１
２
，
０
７
８
，
８
６
１
，
０
０
０

３
４
６
，
０
２
１
，
０
０
０

７
０
，
１
２
３
，
０
０
０

２
７
５
，
８
９
８
，
０
０
０

１
７
８
，
２
５
５
，
０
０
０

２
４
，
５
１
９
，
０
０
０

１
５
３
，
７
３
６
，
０
０
０

６
，
８
７
５
，
８
６
８
，
０
０
０

事
業
名

九
谷
焼
技
術
研
修
所

整
備

費

森
林
公
園
魅
力
ア
ッ
プ

整
備

費

関
西
圏
情
報
発
信
拠
点

整
備

費

全
国
旅
行
支
援
事
業
費

担
い
手
農
業
機
械
導
入

支
援

事
業

費

肥
料
価
格
高
騰
対
策

緊
急
支
援
事
業
費

馬
事
公
苑
整
備
費

配
合
飼
料
価
格
高
騰

対
策
緊
急
支
援
事
業
費

項

観
光
戦
略

推
進

費

農
業

費

畜
産
業
費

農
地

費

１ １ ２ ３

款

観
光

費

農
林

水
産
業
費

８ ９

円
円

円
円

円
円

円
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（５３）

２
７
２
，
９
１
０
，
６
４
０

１
，
７
７
１
，
８
５
０

１
，
３
３
２
，
１
７
５

１
６
，
７
３
０
，
９
０
０

８
８
４
，
４
５
０

３
，
２
６
７
，
０
４
０

１
，
１
８
０
，
８
５
０

４
，
４
８
４
，
１
５
０

１
９
７
，
４
２
６
，
４
０
０

１
，
１
２
７
，
９
０
０

１
１
，
１
３
９
，
４
８
０

１
，
９
８
０
，
０
０
０

２
，
２
２
５
，
８
０
０

１
４
，
５
７
５
，
０
０
０

４
５
６
，
０
８
８
，
１
０
０

１
０
，
２
１
６
，
４
０
０

１
７
，
４
５
３
，
０
２
５

６
３
，
９
１
２
，
９
０
０

２
，
８
８
３
，
７
５
０

２
２
，
１
７
９
，
２
５
０

３
，
２
８
４
，
０
５
０

８
３
，
０
８
４
，
６
０
０

８
，
９
０
２
，
０
０
０

２
，
２
２
４
，
２
０
０

１
，
９
８
０
，
０
０
０

６
９
４
，
０
０
０
，
０
０
０

１
１
，
０
０
０
，
０
０
０

２
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
５
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
，
０
０
０
，
０
０
０

３
３
，
０
０
０
，
０
０
０

２
１
，
０
０
０
，
０
０
０

１
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，
８
５
７
，
６
５
６
，
７
５
０

２
８
，
０
９
４
，
１
５
０

３
８
，
７
８
４
，
５
０
０

２
１
３
，
０
４
３
，
０
０
０

５
，
７
６
７
，
５
０
０

１
３
，
３
０
０
，
０
０
０

１
４
１
，
７
７
５
，
２
０
０

４
４
，
３
５
８
，
５
０
０

２
７
，
５
９
３
，
５
０
０

２
９
６
，
９
３
８
，
２
０
０

２
４
，
４
８
０
，
５
０
０

１
７
，
０
６
３
，
３
２
０

３
，
９
６
０
，
０
０
０

２
９
，
１
５
０
，
０
０
０

９
６
５
，
７
５
０

１
５
，
０
０
０
，
０
０
０

３
，
２
８
１
，
６
２
１
，
２
４
０

５
１
，
０
８
２
，
４
０
０

７
７
，
５
６
９
，
７
０
０

４
４
３
，
６
８
６
，
８
０
０

１
１
，
５
３
５
，
７
０
０

１
３
，
３
０
０
，
０
０
０

１
７
８
，
０
４
２
，
２
４
０

８
８
，
７
１
８
，
６
０
０

３
５
，
３
６
１
，
７
０
０

５
９
２
，
４
４
９
，
２
０
０

４
４
，
５
１
０
，
４
０
０

３
０
，
４
２
７
，
０
０
０

７
，
９
２
０
，
０
０
０

２
，
２
２
５
，
８
０
０

４
３
，
７
２
５
，
０
０
０

３
，
２
８
２
，
８
５
０
，
０
０
０

５
１
，
０
８
４
，
０
０
０

７
７
，
５
７
２
，
０
０
０

４
４
３
，
６
８
７
，
０
０
０

１
１
，
５
３
７
，
０
０
０

１
３
，
３
０
０
，
０
０
０

１
７
８
，
０
４
４
，
０
０
０

８
８
，
７
２
０
，
０
０
０

３
５
，
３
６
４
，
０
０
０

５
９
２
，
４
５
４
，
０
０
０

４
４
，
５
１
１
，
０
０
０

３
０
，
４
２
９
，
０
０
０

７
，
９
２
０
，
０
０
０

２
，
２
２
６
，
０
０
０

４
３
，
７
２
５
，
０
０
０

県
営
ほ
場
整
備
事
業
費

県
営
土
地
改
良
総
合

整
備

事
業

費

水
利
施
設
等
保
全

高
度
化
事
業
費

広
域
営
農
団
地
農
道

整
備

事
業

費

県
営
一
般
農
道

整
備

事
業

費

団
体
営
一
般
農
道

整
備

事
業

費

農
村
総
合
整
備
事
業
費

県
営
か
ん
が
い

排
水

事
業

費

基
幹
水
利
施
設
予
防

保
全
対
策
事
業
費

農
業
水
路
等
長
寿
命
化

・
防
災
減
災
事
業
費

担
い
手
育
成
畑
地
帯

総
合
整
備
事
業
費

国
営
造
成
揚
水
施
設
等

管
理

事
業

費

国
営
造
成
施
設
管
理

体
制
整
備
促
進
事
業
費

県
単
土
地
改
良
事
業
費

地
籍

調
査

費
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（５４）

左
の

財
源

内
訳

一
般
財
源

８
，
０
０
９
，
７
２
０

１
１
４
，
６
８
５

９
５
６
，
０
２
０

４
，
８
３
１
，
０
５
０

２
，
８
４
９
，
４
０
０

４
４
１
，
５
０
０

１
，
１
１
１
，
４
０
０

１
１
，
５
４
７
，
５
０
０

３
２
４
，
６
０
０

５
２
３
，
３
８
１
，
３
４
６

２
１
６
，
７
４
５
，
０
４
６

未
収

入
特

定
財

源

そ
の
他

１
０
４
，
５
０
１
，
４
３
０

２
７
，
５
３
３
，
４
４
０

３
８
８
，
１
８
０

８
，
１
２
８
，
１
０
０

１
，
８
４
０
，
４
０
０

３
０
，
４
５
１
，
８
７
０

４
８
，
８
０
２
，
０
０
０

地
方
債

３
１
５
，
０
０
０
，
０
０
０

４
３
，
０
０
０
，
０
０
０

２
７
，
０
０
０
，
０
０
０

２
８
，
０
０
０
，
０
０
０

６
，
０
０
０
，
０
０
０

１
１
，
０
０
０
，
０
０
０

１
０
５
，
０
０
０
，
０
０
０

２
２
，
０
０
０
，
０
０
０

６
６
４
，
０
０
０
，
０
０
０

国
支
出
金

５
２
２
，
５
０
７
，
１
５
０

７
８
，
０
２
１
，
５
５
０

１
，
６
４
２
，
３
０
０

４
４
，
７
０
４
，
５
５
０

３
０
，
８
４
８
，
５
０
０

１
０
，
１
２
２
，
２
０
０

１
２
，
１
１
１
，
０
０
０

１
７
７
，
６
２
１
，
９
５
０

８
１
，
７
０
０
，
０
０
０

２
５
，
６
５
０
，
０
０
０

２
０
９
，
９
４
０
，
２
０
０

２
，
４
６
４
，
６
１
１
，
３
０
０

３
６
１
，
１
０
８
，
９
０
０

既
収
入

特
定
財
源

５
，
１
５
９
，
８
８
０

８
６
，
３
０
８
，
９
７
１

翌
年
度

繰
越
額

９
５
０
，
０
１
８
，
３
０
０

１
４
８
，
６
６
９
，
６
７
５

２
，
９
８
６
，
５
０
０

８
４
，
６
６
３
，
７
０
０

６
１
，
６
９
７
，
９
０
０

１
８
，
４
０
４
，
１
０
０

２
４
，
２
２
２
，
４
０
０

３
２
９
，
７
８
１
，
２
０
０

８
１
，
７
０
０
，
０
０
０

２
５
，
６
５
０
，
０
０
０

２
０
９
，
９
４
０
，
２
０
０

２
２
，
３
２
４
，
６
０
０

３
，
７
８
７
，
１
０
３
，
６
１
７

５
７
７
，
８
５
３
，
９
４
６

繰
越
明
許
費

議
決
額

９
５
０
，
０
２
３
，
０
０
０

１
４
８
，
６
７
２
，
０
０
０

２
，
９
８
９
，
０
０
０

８
４
，
６
６
６
，
０
０
０

６
１
，
６
９
９
，
０
０
０

１
８
，
４
０
６
，
０
０
０

２
４
，
２
２
３
，
０
０
０

３
４
２
，
１
５
１
，
０
０
０

８
１
，
７
０
０
，
０
０
０

２
５
，
６
５
０
，
０
０
０

２
０
９
，
９
４
１
，
０
０
０

２
２
，
３
２
５
，
０
０
０

４
，
０
９
２
，
３
２
４
，
０
０
０

６
５
７
，
２
５
０
，
０
０
０

事
業
名

老
朽

た
め

池

整
備

事
業

費

用
排

水
施

設

整
備

事
業

費

土
地
改
良
施
設
豪
雨

対
策

事
業

費

農
業
用
河
川
工
作
物

応
急
対
策
事
業
費

地
す
べ
り
対
策
事
業
費

農
業
用
施
設
石
綿
対
策

特
別

事
業

費

海
岸
保
全
施
設

整
備

事
業

費

県
営
震
災
対
策
農
業

施
設
整
備
事
業
費

団
体
営
震
災
対
策

農
業
施
設
整
備
事
業
費

団
体
営
農
村
地
域
防
災

減
災
総
合
整
備
事
業
費

農
村
地
域
防
災
減
災

調
査
設
計
事
業
費

県
単
農
地
防
災
事
業
費

造
林

事
業

費

項

林
業

費
４

款

円
円

円
円

円
円

円
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（５５）

７
５
，
７
５
４
，
０
０
０

８
０
９
，
０
０
０

１
，
０
７
０
，
０
０
０

７
，
１
２
２
，
０
０
０

１
０
０
，
０
０
０

１
６
，
３
２
０
，
０
０
０

５
，
５
９
８
，
８
０
０

１
６
１
，
２
６
４
，
０
０
０

１
０
，
５
５
１
，
０
０
０

１
，
７
６
１
，
０
０
０

２
４
，
７
９
１
，
５
０
０

１
，
４
９
５
，
０
０
０

２
６
，
１
７
８
，
０
０
０

４
８
，
８
０
２
，
０
０
０

４
２
，
０
０
０
，
０
０
０

１
０
９
，
０
０
０
，
０
０
０

４
８
，
０
０
０
，
０
０
０

１
４
３
，
０
０
０
，
０
０
０

８
６
，
０
０
０
，
０
０
０

９
，
０
０
０
，
０
０
０

２
１
１
，
０
０
０
，
０
０
０

１
６
，
０
０
０
，
０
０
０

２
１
７
，
０
０
０
，
０
０
０

２
５
，
８
５
２
，
４
０
０

５
７
４
，
６
７
３
，
０
０
０

１
６
２
，
６
６
６
，
０
０
０

４
，
０
４
４
，
０
０
０

１
，
０
７
０
，
０
０
０

３
５
，
６
０
９
，
０
０
０

８
７
，
９
０
０
，
０
０
０

３
０
３
，
６
８
０
，
０
０
０

２
９
６
，
９
１
０
，
０
０
０

９
３
，
９
５
５
，
０
０
０

１
０
，
７
６
１
，
０
０
０

５
０
６
，
３
８
２
，
０
０
０

２
６
３
，
６
１
５
，
０
０
０

８
６
，
３
０
８
，
９
７
１

１
０
，
４
４
６
，
０
０
０

１
１
２
，
１
６
１
，
３
７
１

５
７
４
，
６
７
３
，
０
０
０

３
２
９
，
２
２
２
，
０
０
０

４
，
８
５
３
，
０
０
０

２
，
１
４
０
，
０
０
０

４
２
，
７
３
１
，
０
０
０

１
９
７
，
０
０
０
，
０
０
０

３
２
０
，
０
０
０
，
０
０
０

５
３
，
５
９
８
，
８
０
０

６
０
１
，
１
７
４
，
０
０
０

１
９
０
，
５
０
６
，
０
０
０

２
１
，
５
２
２
，
０
０
０

７
４
２
，
１
７
３
，
５
０
０

１
７
，
４
９
５
，
０
０
０

５
１
７
，
２
３
９
，
０
０
０

２
１
８
，
４
５
０
，
０
０
０

５
７
５
，
２
６
４
，
０
０
０

３
２
９
，
２
２
２
，
０
０
０

４
，
８
５
３
，
０
０
０

２
，
１
４
０
，
０
０
０

４
２
，
７
９
２
，
０
０
０

１
９
７
，
０
０
０
，
０
０
０

３
２
０
，
０
０
０
，
０
０
０

５
７
，
６
５
０
，
０
０
０

６
０
１
，
１
７
４
，
０
０
０

１
９
７
，
４
４
０
，
０
０
０

２
１
，
５
２
２
，
０
０
０

８
４
３
，
８
７
２
，
０
０
０

２
３
，
６
９
５
，
０
０
０

５
８
６
，
３
９
３
，
０
０
０

い
し
か
わ
森
林

環
境
基
金
事
業
費

森
林
整
備
・
林
業

活
性
化
事
業
費

県
営
林
道
開
設
事
業
費

林
道
保
全
事
業
費

県
有
林
道
保
全
事
業
費

林
道
改
良
事
業
費

県
有
林
道
改
良
事
業
費

林
道
災
害
関
連
事
業
費

ふ
る
さ
と
林
道

整
備

事
業

費

山
地
治
山
事
業
費

防
災
林
整
備
事
業
費

水
源
地
域
整
備
事
業
費

災
害
関
連
緊
急

治
山

事
業

費

県
単
治
山
施
設

整
備

事
業

費

水
産
業
費

５
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（５６）

左
の

財
源

内
訳

一
般
財
源

９
３
７
，
０
０
０

６
，
４
８
７
，
０
０
０

４
，
３
２
１
，
０
０
０

３
，
５
５
３
，
０
０
０

１
，
３
３
８
，
０
０
０

３
，
５
２
６
，
０
０
０

５
，
３
７
２
，
０
０
０

６
４
４
，
０
０
０

１
０
，
３
９
８
，
０
４
９
，
６
２
４

６
，
３
７
８
，
１
４
４
，
３
２
２

６
１
８
，
８
０
９
，
４
８
８

３
，
７
８
０
，
８
６
２
，
５
４
２

未
収

入
特

定
財

源

そ
の
他

３
，
１
７
０
，
３
２
６
，
２
８
７

２
，
６
２
６
，
２
３
５
，
９
１
６

地
方
債

２
，
０
０
０
，
０
０
０

５
３
，
０
０
０
，
０
０
０

２
６
，
０
０
０
，
０
０
０

６
３
，
０
０
０
，
０
０
０

２
，
０
０
０
，
０
０
０

２
３
，
０
０
０
，
０
０
０

３
４
，
０
０
０
，
０
０
０

１
４
，
０
０
０
，
０
０
０

９
，
４
３
２
，
０
０
０
，
０
０
０

３
，
０
９
３
，
０
０
０
，
０
０
０

８
４
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，
３
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

国
支
出
金

２
，
９
３
７
，
０
０
０

５
９
，
４
８
７
，
０
０
０

３
３
，
６
９
０
，
０
０
０

６
６
，
５
５
３
，
０
０
０

４
，
９
６
５
，
０
０
０

３
２
，
５
３
２
，
０
０
０

４
１
，
７
９
１
，
０
０
０

１
４
，
６
４
４
，
０
０
０

７
，
０
１
６
，
０
０
０

１
１
，
１
０
７
，
４
３
５
，
９
６
４

４
，
４
６
９
，
４
２
０
，
０
４
９

２
１
８
，
１
９
０
，
５
１
２

１
，
８
３
３
，
２
３
７
，
２
３
８

既
収
入

特
定
財
源

３
，
３
６
９
，
０
０
０

５
７
１
，
０
０
０

６
，
５
０
６
，
０
０
０

１
６
０
，
５
０
７
，
６
１
０

１
０
１
，
５
９
０
，
８
７
２

翌
年
度

繰
越
額

５
，
８
７
４
，
０
０
０

１
１
８
，
９
７
４
，
０
０
０

６
７
，
３
８
０
，
０
０
０

１
３
３
，
１
０
６
，
０
０
０

８
，
８
７
４
，
０
０
０

６
５
，
５
６
４
，
０
０
０

８
１
，
１
６
３
，
０
０
０

２
９
，
２
８
８
，
０
０
０

７
，
０
１
６
，
０
０
０

３
４
，
２
６
８
，
３
１
９
，
４
８
５

１
６
，
６
６
８
，
３
９
１
，
１
５
９

９
２
１
，
０
０
０
，
０
０
０

６
，
９
１
４
，
０
９
９
，
７
８
０

繰
越
明
許
費

議
決
額

５
，
８
７
４
，
０
０
０

１
１
８
，
９
７
４
，
０
０
０

６
７
，
３
８
０
，
０
０
０

１
５
５
，
７
０
６
，
０
０
０

１
３
，
３
０
０
，
０
０
０

８
７
，
７
０
４
，
０
０
０

９
０
，
８
８
４
，
０
０
０

３
３
，
５
０
０
，
０
０
０

１
３
，
０
７
１
，
０
０
０

４
４
，
８
０
６
，
２
５
１
，
０
０
０

２
１
，
４
３
４
，
１
９
３
，
０
０
０

１
，
４
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

８
，
６
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

９
４
０
，
６
６
５
，
０
０
０

事
業
名

大
型
魚
礁
設
置
事
業
費

人
工

礁
漁

場

造
成

事
業

費

広
域
型
増
殖
場

造
成

事
業

費

漁
港

修
築

費

漁
港

改
修

費

漁
港
局
部
改
良
費

漁
港
機
能
保
全
費

漁
港
海
岸
保
全

施
設

整
備

費

市
町
漁
港
整
備

事
業

助
成

費

国
道

改
築

費

地
方
道
改
築
費

国
直
轄
道
路
事
業
費

負
担

金

項

道
路

橋
り
ょ
う
費

２

款

土
木

費
１
０

円
円

円
円

円
円

円
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（５７）

６
９
，
２
８
８
，
１
５
１

２
３
１
，
２
６
７
，
８
４
２

６
１
，
０
４
４
，
４
４
９

１
７
，
７
７
６
，
３
６
０

９
，
９
２
９
，
８
０
０

７
６
８
，
５
７
６
，
２
８
８

１
７
９
，
２
９
９
，
６
１
３

１
２
６
，
８
７
９
，
６
３
０

４
２
，
４
９
５
，
３
８
５

２
８
８
，
８
４
７
，
５
１
０

３
８
，
６
６
７
，
８
４
７

４
２
，
８
９
０
，
６
９
９

９
，
０
０
０
，
０
０
０

１
４
，
９
７
５
，
４
１
８

１
，
９
１
０
，
０
０
０

１
，
０
０
０
，
０
０
０

６
，
０
３
９
，
０
０
０

２
，
６
１
７
，
０
０
０
，
０
０
０

２
８
６
，
９
１
６

１
８
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
８
，
０
０
０
，
０
０
０

１
７
，
０
０
０
，
０
０
０

１
０
５
，
０
０
０
，
０
０
０

７
３
８
，
０
０
０
，
０
０
０

１
３
２
，
０
０
０
，
０
０
０

５
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
５
，
０
０
０
，
０
０
０

３
５
６
，
０
０
０
，
０
０
０

８
８
，
０
０
０
，
０
０
０

７
４
，
４
６
３
，
２
９
４

４
６
５
，
２
７
４
，
５
９
１

１
０
４
，
６
２
０
，
７
６
６

４
２
，
１
５
９
，
８
４
０

１
１
４
，
９
２
９
，
８
０
０

１
，
６
１
６
，
５
４
４
，
０
０
８

３
１
，
７
９
０
，
３
８
７

１
８
，
１
２
０
，
３
７
０

４
，
５
０
４
，
６
１
５

４
１
，
４
９
９
，
３
２
２

５
，
６
７
６
，
１
７
８

１
４
３
，
７
５
１
，
４
４
５

８
７
６
，
５
４
２
，
４
３
３

１
９
３
，
６
６
５
，
２
１
５

７
６
，
９
３
６
，
２
０
０

２
２
９
，
８
５
９
，
６
０
０

３
，
１
２
３
，
１
２
０
，
２
９
６

３
４
５
，
０
０
０
，
０
０
０

１
９
６
，
０
０
０
，
０
０
０

４
７
，
０
０
０
，
０
０
０

３
３
６
，
３
８
５
，
８
３
２

２
，
６
１
７
，
０
０
０
，
０
０
０

５
９
，
６
３
０
，
９
４
１

３
９
８
，
８
９
０
，
６
９
９

９
，
０
０
０
，
０
０
０

１
０
２
，
９
７
５
，
４
１
８

１
９
８
，
２
７
６
，
０
０
０

１
，
０
９
０
，
９
６
１
，
０
０
０

２
９
５
，
４
８
９
，
０
０
０

１
４
３
，
８
５
４
，
０
０
０

３
３
８
，
３
３
５
，
０
０
０

３
，
２
８
９
，
１
３
２
，
０
０
０

４
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
７
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

４
２
０
，
０
０
０
，
０
０
０

３
，
１
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

８
２
，
３
７
５
，
０
０
０

４
７
１
，
５
８
４
，
０
０
０

９
，
０
０
０
，
０
０
０

１
５
６
，
２
８
４
，
０
０
０

橋
り
ょ
う
補
修
費

道
路
災
害
防
除
費

交
通
安
全
施
設
費

雪
寒
地
域
道
路
事
業
費

舗
装

補
修

費

道
路
施
設
長
寿
命
化

対
策

事
業

費

い
し
か
わ
広
域

交
流
幹
線
軸
道
路

整
備

事
業

費

観
光
石
川
周
遊
回
廊

整
備

事
業

費

安
全
・
安
心
道
路

整
備

事
業

費

県
単
道
路
改
良
費

県
水

送
水

管

耐
震
化
事
業
費

県
単
道
路
特
別
整
備
費

道
路
環
境
改
善

整
備

事
業

費

県
単
交
通
安
全
施
設
費

災
害
に
強
い
道
路

整
備

事
業

費
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（５８）

左
の

財
源

内
訳

一
般
財
源

２
６
６
，
０
０
０

７
７
，
２
６
７
，
３
０
０

２
，
２
３
６
，
５
２
０
，
４
０
５

１
，
０
３
９
，
４
７
９
，
２
３
４

１
，
８
１
４
，
６
１
７

４
７
，
６
９
４
，
３
４
０

３
５
，
５
３
２
，
１
４
７

２
１
，
３
５
９
，
０
０
０

８
１
７
，
０
０
０

１
９
，
６
５
０
，
０
０
０

６
，
８
８
６
，
７
５
０

６
５
０
，
０
０
０

未
収

入
特

定
財

源

そ
の
他

１
５
６
，
７
５
６
，
０
０
１

６
６
，
４
０
０
，
０
０
０

地
方
債

５
，
８
１
９
，
０
０
０
，
０
０
０

２
，
５
３
７
，
０
０
０
，
０
０
０

２
９
９
，
０
０
０
，
０
０
０

１
５
，
０
０
０
，
０
０
０

１
７
４
，
０
０
０
，
０
０
０

５
６
，
０
０
０
，
０
０
０

５
１
，
０
０
０
，
０
０
０

国
支
出
金

５
，
２
５
９
，
８
１
１
，
８
９
２

３
，
５
６
７
，
７
９
９
，
２
４
３

２
２
５
，
８
３
０
，
５
５
０

４
７
，
６
９
４
，
３
４
０

３
５
，
５
３
１
，
７
８
７

１
９
３
，
６
５
０
，
０
０
０

６
２
，
８
８
６
，
７
５
０

５
１
，
６
５
０
，
０
０
０

既
収
入

特
定
財
源

１
７
，
８
９
６
，
６
５
０

翌
年
度

繰
越
額

２
６
６
，
０
０
０

７
７
，
２
６
７
，
３
０
０

１
３
，
４
８
９
，
９
８
４
，
９
４
８

７
，
１
４
４
，
２
７
８
，
４
７
７

５
２
６
，
６
４
５
，
１
６
７

９
５
，
３
８
８
，
６
８
０

７
１
，
０
６
３
，
９
３
４

２
１
，
３
５
９
，
０
０
０

１
５
，
８
１
７
，
０
０
０

６
６
，
４
０
０
，
０
０
０

３
８
７
，
３
０
０
，
０
０
０

１
２
５
，
７
７
３
，
５
０
０

１
０
３
，
３
０
０
，
０
０
０

繰
越
明
許
費

議
決
額

２
，
７
０
０
，
０
０
０

１
２
５
，
５
３
８
，
０
０
０

１
６
，
８
２
３
，
２
０
１
，
０
０
０

７
，
７
０
１
，
０
５
０
，
０
０
０

５
８
２
，
０
０
０
，
０
０
０

１
５
４
，
０
０
０
，
０
０
０

９
４
，
９
０
０
，
０
０
０

６
２
，
０
０
０
，
０
０
０

２
０
，
９
５
０
，
０
０
０

８
０
０
，
０
０
０
，
０
０
０

６
６
，
４
０
０
，
０
０
０

６
３
９
，
０
０
０
，
０
０
０

１
２
８
，
０
０
０
，
０
０
０

１
１
０
，
０
０
０
，
０
０
０

事
業
名

雪
氷
対
策
事
業
費

サ
イ
ク
リ
ン
グ
ル
ー
ト

魅
力
発
信
事
業
費

広
域
河
川
改
修
費

河
川
堆
積
土
砂
対
策
費

河
川
環
境
整
備
費

情
報
基
盤
緊
急
整
備

事
業

費

都
市
基
盤
河
川
改
修
費

県
単
河
川
改
良
費

国
直
轄
河
川
事
業
費

負
担

金

河
川
改
良
受
託
事
業
費

河
川
等
災
害
復
旧

助
成

事
業

費

河
川

等
災

害

関
連

事
業

費

河
川
災
害
復
旧
等

関
連
緊
急
事
業
費

項

河
川
海
岸
費

３

款

円
円

円
円

円
円

円
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（５９）

２
４
，
４
７
４
，
５
９
２

９
，
８
６
８
，
０
０
０

１
，
２
６
９
，
０
６
８

４
，
８
２
３
，
２
６
７

４
８
４
，
５
６
０
，
４
７
５

１
８
０
，
２
２
８
，
７
７
５

２
１
４
，
３
２
０
，
４
４
６

１
，
１
７
９
，
０
０
０

１
，
４
３
２
，
０
０
０

１
，
３
４
７
，
０
０
０

８
０
５
，
０
０
０

４
０
５
，
４
０
０

１
２
６
，
４
７
４
，
２
９
４

３
８
，
０
２
７
，
１
６
８

３
，
４
６
４
，
１
３
３

４
８
，
８
６
４
，
７
０
０

９
３
，
０
０
０
，
０
０
０

１
７
７
，
０
０
０
，
０
０
０

６
５
４
，
０
０
０
，
０
０
０

７
７
９
，
０
０
０
，
０
０
０

３
２
７
，
０
０
０
，
０
０
０

３
８
３
，
０
０
０
，
０
０
０

９
，
０
０
０
，
０
０
０

４
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，
０
０
０
，
０
０
０

１
５
５
，
０
０
０
，
０
０
０

６
９
，
０
０
０
，
０
０
０

７
８
，
９
２
０
，
４
７
４

４
１
８
，
４
２
０
，
８
２
５

１
６
８
，
４
６
５
，
９
２
５

１
９
７
，
５
８
４
，
７
０
４

１
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，
４
０
３
，
０
０
０

１
９
４
，
９
７
４
，
２
９
４

１
７
，
８
９
６
，
６
５
０

２
３
４
，
４
２
２
，
２
３
４

１
８
６
，
８
６
８
，
０
０
０

６
５
５
，
２
６
９
，
０
６
８

８
，
２
８
７
，
４
０
０

１
，
６
８
１
，
９
８
１
，
３
０
０

６
７
５
，
６
９
４
，
７
０
０

８
６
１
，
６
６
６
，
５
０
０

２
０
，
１
７
９
，
０
０
０

２
，
８
３
５
，
０
０
０

４
１
，
３
４
７
，
０
０
０

１
，
８
０
５
，
０
０
０

１
５
５
，
４
０
５
，
４
０
０

３
９
０
，
４
４
８
，
５
８
８

２
６
６
，
２
０
０
，
０
０
０

２
０
３
，
１
７
５
，
０
０
０

１
，
０
４
２
，
０
０
０
，
０
０
０

２
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
，
０
１
１
，
５
２
１
，
０
０
０

７
７
２
，
６
３
４
，
０
０
０

９
７
４
，
９
６
６
，
０
０
０

２
０
，
１
９
０
，
０
０
０

７
，
０
６
６
，
０
０
０

２
１
６
，
３
３
３
，
０
０
０

４
７
，
９
９
１
，
０
０
０

１
，
８
０
５
，
０
０
０

３
，
３
５
５
，
０
０
０

２
１
６
，
５
４
９
，
０
０
０

４
３
１
，
０
０
０
，
０
０
０

堰
堤

改
良

費

県
単
河
川
防
災
費

緊
急
県
単
河
川
防
災
費

緊
急
流
木
除
去
費

通
常
砂
防
事
業
費

地
す
べ
り
対
策
事
業
費

急
傾
斜
地
崩
壊
対
策

事
業

費

雪
崩
対
策
事
業
費

土
砂
災
害
対
策
事
業
費

手
取
川
水
系
砂
防

事
業
費
負
担
金

県
単
砂
防
地
す
べ
り

対
策

事
業

費

県
単
急
傾
斜
地
崩
壊

対
策

事
業

費

県
単

土
石

流

対
策

事
業

費

緊
急
土
砂
災
害
対
策
費

海
岸
侵
食
対
策
費



報

告

第

五

号

令

和

四

年
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石
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県

一

般

会

計

繰

越

明

許

費

繰

越

計

算

書

に

つ

い

て

（６０）

左
の

財
源

内
訳

一
般
財
源

１
１
，
４
５
０
，
０
０
０

２
９
７
，
１
６
６
，
６
４
７

２
６
，
９
７
５
，
５
７
５

９
，
３
２
１
，
８
２
２

１
３
，
７
４
３
，
０
０
０

１
，
３
２
０
，
０
０
０

９
，
０
９
２
，
５
０
０

２
６
，
５
４
９
，
５
４
０

１
８
７
，
４
４
２
，
０
６
０

５
，
１
９
５
，
０
０
０

１
７
，
５
２
７
，
１
５
０

１
，
３
９
７
，
０
５
１
，
２
５
０

未
収

入
特

定
財

源

そ
の
他

１
５
４
，
７
４
４
，
０
９
７

１
６
，
８
４
０
，
０
０
０

１
７
，
８
４
０
，
６
０
７

５
７
，
５
４
９
，
５
４
０

３
８
，
９
１
６
，
４
５
０

２
３
，
５
９
７
，
５
０
０

２
３
２
，
５
９
０
，
２
７
３

地
方
債

１
７
６
，
０
０
０
，
０
０
０

５
９
，
０
０
０
，
０
０
０

３
１
，
０
０
０
，
０
０
０

４
６
，
０
０
０
，
０
０
０

４
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
１
４
，
０
０
０
，
０
０
０

国
支
出
金

５
，
０
０
０
，
０
０
０

２
７
８
，
６
９
３
，
１
４
０

９
，
０
９
２
，
５
０
０

７
６
，
７
３
２
，
７
２
０

１
１
２
，
５
４
３
，
２
７
０

２
３
，
５
９
７
，
５
０
０

５
６
，
７
２
７
，
１
５
０

９
７
７
，
２
３
９
，
８
８
３

既
収
入

特
定
財
源

１
３
，
１
３
１
，
６
７
１

１
，
４
０
３
，
６
５
１

１
１
，
７
２
８
，
０
２
０

２
７
，
８
８
８
，
４
１
７

翌
年
度

繰
越
額

１
６
，
４
５
０
，
０
０
０

９
１
９
，
７
３
５
，
５
５
５

４
５
，
２
１
９
，
２
２
６

８
６
，
１
６
２
，
４
２
９

１
３
，
７
４
３
，
０
０
０

１
，
３
２
０
，
０
０
０

１
８
，
１
８
５
，
０
０
０

１
９
１
，
８
３
１
，
８
０
０

３
５
０
，
６
２
９
，
８
０
０

９
８
，
３
９
０
，
０
０
０

１
１
４
，
２
５
４
，
３
０
０

２
，
８
４
８
，
７
６
９
，
８
２
３

繰
越
明
許
費

議
決
額

１
６
，
４
５
０
，
０
０
０

２
１
３
，
６
６
６
，
０
０
０

２
，
１
５
０
，
６
５
６
，
０
０
０

４
８
，
１
０
０
，
０
０
０

１
３
２
，
３
８
９
，
０
０
０

１
０
５
，
０
０
０
，
０
０
０

３
９
，
３
９
３
，
０
０
０

２
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
７
９
，
４
２
０
，
０
０
０

４
５
６
，
６
６
３
，
０
０
０

１
０
４
，
０
０
０
，
０
０
０

１
５
０
，
１
９
１
，
０
０
０

８
１
５
，
５
０
０
，
０
０
０

４
，
０
５
５
，
７
６
３
，
０
０
０

事
業
名

千
里

浜
再

生

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
費

国
直
轄
海
岸
事
業
費

負
担

金

県
単
港
湾
改
良
費

港
湾

修
繕

費

金
沢
港
埋
立
地

整
備

事
業

費

七
尾
港
埋
立
地

整
備

事
業

費

カ
ー

ボ
ン

ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
ポ
ー
ト

形
成
計
画
策
定
費

港
湾

改
修

費

港
湾

補
修

費

港
湾
環
境
整
備
費

港
湾
海
岸
高
潮
対
策
費

国
直
轄
港
湾
事
業
費

負
担

金

項

港
湾

費

都
市
計
画
費

４ ５

款

円
円

円
円

円
円

円
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書
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（６１）

１
０
２
，
６
７
９
，
０
９
９

７
４
７
，
１
９
０
，
５
３
８

７
，
３
２
７
，
０
６
２

８
，
５
９
５
，
６
９
６

１
，
９
２
５
，
５
０
０

１
１
３
，
１
９
９
，
６
２
６

７
４
，
４
６
８
，
２
４
２

１
６
６
，
０
０
７
，
２
９
０

１
６
９
，
８
８
０
，
６
４
０

５
，
７
７
７
，
５
５
７

８
９
，
１
６
７
，
０
０
０

８
９
，
１
６
７
，
０
０
０

３
１
３
，
１
３
６
，
０
０
０

１
０
１
，
５
４
９
，
１
０
１

１
２
８
，
２
４
８
，
８
１
８

２
，
７
９
２
，
３
５
４

３
８
，
０
０
０
，
０
０
０

２
，
０
０
０
，
０
０
０

７
，
０
０
０
，
０
０
０

２
１
，
０
０
０
，
０
０
０

２
２
，
０
０
０
，
０
０
０

７
８
，
０
０
０
，
０
０
０

２
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
６
，
０
０
０
，
０
０
０

１
３
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
３
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
１
７
，
１
９
５
，
５
８
４

３
４
８
，
２
３
２
，
９
７
９

３
６
，
９
１
８
，
０
０
０

１
０
，
３
８
３
，
０
０
０

１
５
，
５
９
５
，
６
９
６

１
，
９
２
５
，
５
０
０

１
０
５
，
２
９
６
，
９
５
０

９
６
，
４
６
８
，
２
４
２

１
４
５
，
２
２
３
，
９
３
２

１
２
２
，
２
７
１
，
０
０
０

１
２
２
，
２
７
１
，
０
０
０

２
７
，
８
８
８
，
４
１
７

４
２
１
，
４
２
３
，
７
８
４

１
，
２
８
９
，
５
６
０
，
７
５
２

１
２
，
１
１
９
，
４
１
６

３
６
，
９
１
８
，
０
０
０

１
０
，
３
８
３
，
０
０
０

３
１
，
１
９
１
，
３
９
２

３
，
８
５
１
，
０
０
０

２
３
９
，
４
９
６
，
５
７
６

１
９
２
，
９
３
６
，
４
８
４

３
８
９
，
２
３
１
，
２
２
２

１
８
９
，
８
８
０
，
６
４
０

３
１
，
７
７
７
，
５
５
７

３
４
１
，
４
３
８
，
０
０
０

３
４
１
，
４
３
８
，
０
０
０

３
１
３
，
１
３
６
，
０
０
０

５
４
１
，
６
０
０
，
０
０
０

１
，
９
１
７
，
０
０
０
，
０
０
０

３
１
，
０
０
０
，
０
０
０

１
０
６
，
７
８
０
，
０
０
０

１
０
，
３
８
３
，
０
０
０

６
５
，
０
０
０
，
０
０
０

１
０
，
０
０
０
，
０
０
０

４
０
４
，
８
０
０
，
０
０
０

２
８
９
，
２
０
０
，
０
０
０

３
９
０
，
０
０
０
，
０
０
０

２
４
５
，
０
０
０
，
０
０
０

４
５
，
０
０
０
，
０
０
０

３
４
２
，
４
３
８
，
０
０
０

３
４
２
，
４
３
８
，
０
０
０

３
１
３
，
１
３
６
，
０
０
０

土
地
区
画
整
理
事
業
費

街
路

事
業

費

県
単
街
路
事
業
費

農
業
集
落
排
水
事
業
費

農
業
集
落
排
水
施
設

災
害
復
旧
事
業
費

能
登
歴
史
公
園
整
備
費

白
山
ろ
く
テ
ー
マ
パ
ー
ク

整
備

費

金
沢
城
公
園
整
備
費

公
園
施
設
安
全
安
心

対
策

費

木
場
潟
公
園
整
備
費

県
単
公
園
事
業
費

公
園
施
設
災
害
復
旧
費

県
営
住
宅
建
設
費

建
築
住
宅
費

６

警
察

費
１
１



報
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令
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四
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繰

越
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書
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つ

い
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（６２）

左
の

財
源

内
訳

一
般
財
源

３
１
３
，
１
３
６
，
０
０
０

２
０
８
，
８
６
４
，
０
０
０

１
０
４
，
２
７
２
，
０
０
０

１
５
７
，
６
２
３
，
６
９
０

６
７
５
，
０
０
０

６
７
５
，
０
０
０

４
８
，
２
３
２
，
０
０
０

４
５
，
２
２
５
，
０
０
０

３
，
０
０
７
，
０
０
０

３
５
，
２
７
６
，
０
０
０

１
９
，
８
０
０
，
０
０
０

未
収

入
特

定
財

源

そ
の
他

地
方
債

１
４
５
，
０
０
０
，
０
０
０

２
４
，
０
０
０
，
０
０
０

２
４
，
０
０
０
，
０
０
０

国
支
出
金

１
４
３
，
９
４
５
，
０
０
０

８
，
２
４
５
，
０
０
０

８
，
２
４
５
，
０
０
０

６
７
５
，
０
０
０

６
７
５
，
０
０
０

４
５
，
２
２
５
，
０
０
０

４
５
，
２
２
５
，
０
０
０

２
９
，
７
７
５
，
０
０
０

９
，
９
７
５
，
０
０
０

１
９
，
８
０
０
，
０
０
０

既
収
入

特
定
財
源

翌
年
度

繰
越
額

３
１
３
，
１
３
６
，
０
０
０

２
０
８
，
８
６
４
，
０
０
０

１
０
４
，
２
７
２
，
０
０
０

４
４
６
，
５
６
８
，
６
９
０

８
，
２
４
５
，
０
０
０

８
，
２
４
５
，
０
０
０

１
，
３
５
０
，
０
０
０

１
，
３
５
０
，
０
０
０

１
１
７
，
４
５
７
，
０
０
０

９
０
，
４
５
０
，
０
０
０

２
７
，
０
０
７
，
０
０
０

６
５
，
０
５
１
，
０
０
０

９
，
９
７
５
，
０
０
０

３
９
，
６
０
０
，
０
０
０

繰
越
明
許
費

議
決
額

３
１
３
，
１
３
６
，
０
０
０

２
０
８
，
８
６
４
，
０
０
０

１
０
４
，
２
７
２
，
０
０
０

４
４
９
，
５
８
５
，
０
０
０

１
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，
３
５
０
，
０
０
０

１
，
３
５
０
，
０
０
０

１
１
８
，
１
９
２
，
０
０
０

９
０
，
４
５
０
，
０
０
０

２
７
，
７
４
２
，
０
０
０

６
５
，
５
７
６
，
０
０
０

１
０
，
５
０
０
，
０
０
０

３
９
，
６
０
０
，
０
０
０

事
業
名

交
番
等
建
設
費

運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

整
備

費

送
迎
バ
ス
安
全
装
置

導
入

事
業

費

学
校
教
育
活
動

継
続
支
援
事
業
費

学
校
教
育
活
動

継
続
支
援
事
業
費

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染

症
対

策

衛
生
環
境
整
備
費

送
迎
バ
ス
安
全
装
置

導
入

事
業

費

学
校
教
育
活
動

継
続
支
援
事
業
費

項

警
察
管
理
費

教
育
総
務
費

小
中
学
校
費

高
等
学
校
費

特
別
支
援

学
校

費

１ １ ２ ３ ４

款

教
育

費
１
２

円
円

円
円

円
円

円
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い

て

（６３）

１
５
，
４
７
６
，
０
０
０

７
３
，
４
４
０
，
６
９
０

８
，
３
３
６
，
０
０
０

２
５
，
４
５
０
，
６
９
０

２
４
，
３
１
７
，
０
０
０

３
，
５
４
４
，
０
０
０

１
１
，
７
９
３
，
０
０
０

３
，
６
３
８
，
５
７
０

１
，
６
５
１
，
０
０
０

９
４
４
，
０
０
０

６
７
７
，
０
０
０

３
０
，
０
０
０

１
２
１
，
０
０
０
，
０
０
０

７
１
，
０
０
０
，
０
０
０

５
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，
０
１
３
，
０
０
０
，
０
０
０

５
１
，
０
０
０
，
０
０
０

５
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
，
０
０
０
，
０
０
０

４
７
，
２
６
５
，
０
０
０

４
７
，
２
６
５
，
０
０
０

１
２
，
７
６
０
，
０
０
０

１
２
，
７
６
０
，
０
０
０

２
，
８
０
２
，
５
６
３
，
０
７
６

９
６
６
，
３
６
６
，
０
７
６

３
７
４
，
８
２
３
，
０
７
６

１
０
０
，
７
４
４
，
０
０
０

３
３
，
６
１
１
，
０
０
０

２
９
，
９
７
０
，
０
０
０

１
５
，
４
７
６
，
０
０
０

２
４
１
，
７
０
５
，
６
９
０

７
９
，
３
３
６
，
０
０
０

７
２
，
７
１
５
，
６
９
０

２
４
，
３
１
７
，
０
０
０

３
，
５
４
４
，
０
０
０

６
１
，
７
９
３
，
０
０
０

１
２
，
７
６
０
，
０
０
０

１
２
，
７
６
０
，
０
０
０

３
，
８
１
９
，
２
０
１
，
６
４
６

１
，
０
１
９
，
０
１
７
，
０
７
６

３
７
４
，
８
２
３
，
０
７
６

１
５
１
，
６
８
８
，
０
０
０

３
５
，
２
８
８
，
０
０
０

３
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
５
，
４
７
６
，
０
０
０

２
４
１
，
７
０
７
，
０
０
０

７
９
，
３
３
６
，
０
０
０

７
２
，
７
１
７
，
０
０
０

２
４
，
３
１
７
，
０
０
０

３
，
５
４
４
，
０
０
０

６
１
，
７
９
３
，
０
０
０

１
２
，
７
６
０
，
０
０
０

１
２
，
７
６
０
，
０
０
０

４
，
７
５
１
，
０
４
２
，
０
０
０

１
，
４
８
９
，
６
１
７
，
０
０
０

７
７
６
，
１
０
３
，
０
０
０

１
５
１
，
６
８
８
，
０
０
０

３
５
，
２
８
８
，
０
０
０

３
０
，
０
０
０
，
０
０
０

い
し
か
わ
特
別
支
援

学
校

高
等

部

新
校
舎
整
備
費

青
少

年
教

育

施
設

整
備

費

金
沢
城
三
十
間
長
屋

保
存

修
理

費

有
形

文
化

財

保
存

事
業

費

史
跡
名
勝
天
然
記
念
物

保
存

事
業

費

輪
島
漆
芸
技
術
研
修
所

整
備

費

送
迎
バ
ス
安
全
装
置

導
入

事
業

費

４
年
発
生
団
体
営

災
害

復
旧

費

４
年
発
生
林
地

荒
廃
防
止
施
設

災
害

復
旧

費

４
年
発
生
林
道

災
害

復
旧

費

３
年
発
生
県
有
林
道

災
害

復
旧

費

社
会
教
育
費

保
健
体
育
費

農
林
水
産
業

施
設
災
害

復
旧

費

５ ６ １

災
害
復
旧
費

１
３



報

告

第

五

号

令

和

四

年

度

石

川

県

一

般

会

計

繰

越

明

許

費

繰

越

計

算

書

に

つ

い

て

（６４）

左
の

財
源

内
訳

一
般
財
源

１
，
１
４
１
，
５
７
０

２
２
２
，
４
７
０

９
１
９
，
１
０
０

８
４
６
，
０
０
０

８
４
６
，
０
０
０

１６
，１
１１
，６
５５
，５
１７

未
収

入
特

定
財

源

そ
の
他

５
，４
７２
，０
７２
，６
０４

地
方
債

９
５
２
，
０
０
０
，
０
０
０

９
４
５
，
０
０
０
，
０
０
０

７
，
０
０
０
，
０
０
０

１
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１７
，５
００
，０
００
，０
００

国
支
出
金

４
２
５
，
６
６
３
，
０
０
０

１
，
５
５
５
，
０
０
０

１
，
８
３
６
，
１
９
７
，
０
０
０

１
，
８
３
６
，
１
９
７
，
０
０
０

２８
，６
６９
，４
２７
，３
６０

既
収
入

特
定
財
源

５
，１
３８
，０
２６
，２
１１

翌
年
度

繰
越
額

４
２
５
，
６
６
３
，
０
０
０

１
，
５
５
５
，
０
０
０

２
，
７
８
９
，
３
３
８
，
５
７
０

２
，
７
８
１
，
４
１
９
，
４
７
０

７
，
９
１
９
，
１
０
０

１
０
，
８
４
６
，
０
０
０

１
０
，
８
４
６
，
０
０
０

７２
，８
９１
，１
８１
，６
９２

繰
越
明
許
費

議
決
額

４
９
４
，
９
８
３
，
０
０
０

１
，
５
５
５
，
０
０
０

３
，
２
４
１
，
８
１
５
，
０
０
０

３
，
２
３
２
，
７
０
５
，
０
０
０

９
，
１
１
０
，
０
０
０

１
９
，
６
１
０
，
０
０
０

１
２
，
６
６
１
，
０
０
０

６
，
９
４
９
，
０
０
０

８５
，７
２３
，３
８５
，０
００

事
業
名

４
年
発
生
県
有
林
道

災
害

復
旧

費

４
年
発
生
共
同

利
用
施
設
災
害

復
旧

事
業

費

４
年
発
生
土
木
施
設

災
害

復
旧

費

県
単
土
木
災
害
復
旧
費

庁
舎
等
災
害
復
旧
費

白
山

白
川

郷

ホ
ワ
イ
ト
ロ
ー
ド

災
害

復
旧

費

合
計

項

土
木
施
設

災
害
復
旧
費

県
有
施
設

災
害
復
旧
費

２ ３

款

円
円

円
円

円
円

円



報

告

第

六

号

令

和

四

年

度

石

川

県

一

般

会

計

事

故

繰

越

し

繰

越

計

算

書

に

つ

い

て

（６５）

報
告
第
６
号

令
和
４
年
度
石
川
県
一
般
会
計
事
故
繰
越
し
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
５
０
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
４
年
度
石
川
県
一
般
会
計
歳
出
予
算
の
事
故
繰
越
し
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
報
告

す
る
。

令
和
５
年
６
月
１
３
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

令
和
４
年
度
石
川
県
一
般
会
計
事
故
繰
越
し
繰
越
計
算
書

説
明

豪
雨
に
よ
り
工
事
の
施
工

に
不
測
の
日
数
を
要
し
た

た
め

資
材
調
達
に
不
測
の
日
数

を
要
し
た
た
め

左
の
財
源
内
訳

一
般
財
源

１
５
，
９
５
６
，
０
０
０

１
５
，
９
５
６
，
０
０
０

１
５
，
９
５
６
，
０
０
０

８
９
６
，
７
３
１

８
９
６
，
７
３
１

８
９
６
，
７
３
１

未
収
入

特
定
財
源

４
５
４
，
９
１
２
，
０
０
０

４
５
４
，
９
１
２
，
０
０
０

４
５
４
，
９
１
２
，
０
０
０

１
１
９
，
９
８
３
，
２
６
９

１
１
９
，
９
８
３
，
２
６
９

１
１
９
，
９
８
３
，
２
６
９

１
７
，
７
５
４
，
３
１
６

既
収
入

特
定
財
源

翌
年
度

繰
越
額

４
７
０
，
８
６
８
，
０
０
０

４
７
０
，
８
６
８
，
０
０
０

４
７
０
，
８
６
８
，
０
０
０

１
２
０
，
８
８
０
，
０
０
０

１
２
０
，
８
８
０
，
０
０
０

１
２
０
，
８
８
０
，
０
０
０

１
７
，
７
５
４
，
３
１
６

支
出
負
担

行
為

予
定
額

左
の

内
訳

支
出

未
済
額

４
７
０
，
８
６
８
，
０
０
０

４
７
０
，
８
６
８
，
０
０
０

４
７
０
，
８
６
８
，
０
０
０

１
２
０
，
８
８
０
，
０
０
０

１
２
０
，
８
８
０
，
０
０
０

１
２
０
，
８
８
０
，
０
０
０

１
７
，
７
５
４
，
３
１
６

支
出
済
額

３
８
９
，
２
６
７
，
０
０
０

３
８
９
，
２
６
７
，
０
０
０

３
８
９
，
２
６
７
，
０
０
０

２
１
，
９
０
０
，
０
０
０

２
１
，
９
０
０
，
０
０
０

２
１
，
９
０
０
，
０
０
０

５
６
，
８
０
８
，
５
０
４

支
出
負
担

行
為
額

８
６
０
，
１
３
５
，
０
０
０

８
６
０
，
１
３
５
，
０
０
０

８
６
０
，
１
３
５
，
０
０
０

１
４
２
，
７
８
０
，
０
０
０

１
４
２
，
７
８
０
，
０
０
０

１
４
２
，
７
８
０
，
０
０
０

７
４
，
５
６
２
，
８
２
０

事
業

名

災
害
関
連
緊
急

治
山
事
業
費

堰
堤
改
良
費

項

林
業

費

河
川
海
岸
費

４ ３

款

農
林

水
産
業
費

土
木

費

災
害
復
旧
費

９

１
０

１
３

円
円

円
円

円
円

円
円



報

告

第

六

号

令

和

四

年

度

石

川

県

一

般

会

計

事

故

繰

越

し

繰

越

計

算

書

に

つ

い

て

（６６）

説
明

豪
雨
に
よ
り
工
事
の
施
工

に
不
測
の
日
数
を
要
し
た

た
め

左
の
財
源
内
訳

一
般
財
源

１６
，８
５２
，７
３１

未
収
入

特
定
財
源

１
７
，
７
５
４
，
３
１
６

１
７
，
７
５
４
，
３
１
６

５９
２
，６
４９
，５
８５

既
収
入

特
定
財
源

翌
年
度

繰
越
額

１
７
，
７
５
４
，
３
１
６

１
７
，
７
５
４
，
３
１
６

６０
９
，５
０２
，３
１６

支
出
負
担

行
為

予
定
額

左
の

内
訳

支
出

未
済
額

１
７
，
７
５
４
，
３
１
６

１
７
，
７
５
４
，
３
１
６

６０
９
，５
０２
，３
１６

支
出
済
額

５
６
，
８
０
８
，
５
０
４

５
６
，
８
０
８
，
５
０
４

４６
７
，９
７５
，５
０４

支
出
負
担

行
為
額

７
４
，
５
６
２
，
８
２
０

７
４
，
５
６
２
，
８
２
０

１
，０
７７
，４
７７
，８
２０

事
業

名

３
年
発
生
団
体
営

災
害
復
旧
費

合
計

項

農
林
水
産
業

施
設
災
害

復
旧

費

１

款

円
円

円
円

円
円

円
円



報

告

第

七

号

令

和

四

年

度

石

川

県

港

湾

整

備

特

別

会

計

繰

越

明

許

費

繰

越

計

算

書

に

つ

い

て

（６７）

報
告
第
７
号

令
和
４
年
度
石
川
県
港
湾
整
備
特
別
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
４
６
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
４
年
度
石
川
県
港
湾
整
備
特
別
会
計
歳
出
予
算
の
繰
越
し
に
つ
い
て
、
次
の
と
お

り
報
告
す
る
。

令
和
５
年
６
月
１
３
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

令
和
４
年
度
石
川
県
港
湾
整
備
特
別
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書

左
の

財
源

内
訳

一
般
会
計

か
ら
繰
入

未
収

入
特

定
財

源

そ
の
他

地
方
債

１
５
４
，
０
０
０
，
０
０
０

１
５
４
，
０
０
０
，
０
０
０

１
５
４
，
０
０
０
，
０
０
０

１５
４
，０
００
，０
００

国
支
出
金

既
収
入

特
定
財
源

翌
年
度

繰
越
額

１
５
４
，
０
０
０
，
０
０
０

１
５
４
，
０
０
０
，
０
０
０

１
５
４
，
０
０
０
，
０
０
０

１５
４
，０
００
，０
００

繰
越
明
許
費

議
決
額

１
９
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
９
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１
９
０
，
０
０
０
，
０
０
０

１９
０
，０
００
，０
００

事
業
名

整
備

費

合
計

項

整
備

費
２

款

港
湾
整
備

事
業

費

１

円
円

円
円

円
円

円



報

告

第

八

号

令

和

四

年

度

石

川

県

流

域

下

水

道

事

業

会

計

予

算

繰

越

計

算

書

に

つ

い

て

（６９）

報
告
第
８
号

令
和
４
年
度
石
川
県
流
域
下
水
道
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
２
９
２
号
）
第
２
６
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
４
年
度
石
川
県
流
域
下
水
道
事
業
会
計
予
算
の
繰
越
し
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
報
告

す
る
。

令
和
５
年
６
月
１
３
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

令
和
４
年
度
石
川
県
流
域
下
水
道
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書

地
方
公
営
企
業
法
第
２
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額

説
明

設
計
に
係
る
現

地
調
査
に
不
測

の
日
数
を
要
し

た
た
め

翌
年
度
繰
越
額
に

係
る
繰
越
を
要
す

る
た
な
卸
資
産
の

購
入
限
度
額

不
用

額

３
，
３
６
２
，
５
３
９

３
，
３
６
２
，
３
５
１

２
，
９
９
０
，
８
５
１

左
の

財
源

内
訳

損
益
勘
定

留
保
資
金

そ
の

他

１
１
２
，
５
６
１
，
０
６
４

１
１
２
，
５
６
１
，
０
６
４

１
１
２
，
５
６
１
，
０
６
４

企
業

債

１
１
４
，
０
０
０
，
０
０
０

１
１
４
，
０
０
０
，
０
０
０

１
１
４
，
０
０
０
，
０
０
０

国
支
出
金

４
１
１
，
６
４
７
，
７
６
０

４
１
１
，
６
４
７
，
７
６
０

４
１
１
，
６
４
７
，
７
６
０

翌
年
度

繰
越
額

６
３
８
，
２
０
８
，
８
２
４

６
３
８
，
２
０
８
，
８
２
４

６
３
８
，
２
０
８
，
８
２
４

支
払
義
務

発
生
額

８
５
２
，
７
２
０
，
６
３
７

２
９
４
，
７
０
３
，
８
２
５

２
９
２
，
５
７
５
，
３
２
５

予
算
計
上
額

１
，
４
９
４
，
２
９
２
，
０
０
０

９
３
６
，
２
７
５
，
０
０
０

９
３
３
，
７
７
５
，
０
０
０

事
業

名

流
域
下
水
道

建
設
事
業
費

項

建
設

改
良
費

１

円
円

円
円

円
円

円
円

円

款

資
本
的

支
出

１



報

告

第

八

号

令

和

四

年

度

石

川

県

流

域

下

水

道

事

業

会

計

予

算

繰

越

計

算

書

に

つ

い

て

（７０）

地
方
公
営
企
業
法
第
２
６
条
第
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
事
故
繰
越
額

説
明

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
影
響
に
よ

り
、
機
器
の
納
期

が
想
定
以
上
に
遅

延
し
た
た
め

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
影
響
に
よ

り
、
機
器
の
納
期

が
想
定
以
上
に
遅

延
し
た
た
め

翌
年
度
繰
越
額
に

係
る
繰
越
を
要
す

る
た
な
卸
資
産
の

購
入
限
度
額

不
用

額

５
３
，
２
３
１
，
９
４
８

４
３
，
３
２
３
，
９
３
５

３
２
，
２
８
２
，
６
３
７

左
の

財
源

内
訳

損
益
勘
定

留
保
資
金

３
７
，
７
３
０
，
０
０
０

３
７
，
７
３
０
，
０
０
０

３
７
，
７
３
０
，
０
０
０

そ
の

他

１
３
，
５
４
３
，
５
０
０

１
３
，
５
４
３
，
５
０
０

１
３
，
５
４
３
，
５
０
０

企
業

債

１
３
，
５
４
３
，
５
０
０

１
３
，
５
４
３
，
５
０
０

１
３
，
５
４
３
，
５
０
０

国
支
出
金

５
４
，
１
７
４
，
０
０
０

５
４
，
１
７
４
，
０
０
０

５
４
，
１
７
４
，
０
０
０

翌
年
度

繰
越
額

３
７
，
７
３
０
，
０
０
０

３
７
，
７
３
０
，
０
０
０

３
７
，
７
３
０
，
０
０
０

８
１
，
２
６
１
，
０
０
０

８
１
，
２
６
１
，
０
０
０

８
１
，
２
６
１
，
０
０
０

支
払
義
務

発
生
額

３
，
４
１
９
，
５
２
５
，
０
５
２

３
，
２
６
９
，
３
８
３
，
０
６
５

１
，
３
１
４
，
３
６
０
，
３
６
３

３
６
０
，
１
６
７
，
３
３
２

３
６
０
，
１
６
７
，
３
３
２

３
６
０
，
１
６
７
，
３
３
２

予
算
計
上
額

３
，
５
１
０
，
４
８
７
，
０
０
０

３
，
３
５
０
，
４
３
７
，
０
０
０

１
，
３
８
４
，
３
７
３
，
０
０
０

４
４
１
，
４
２
８
，
３
３
２

４
４
１
，
４
２
８
，
３
３
２

４
４
１
，
４
２
８
，
３
３
２

事
業

名

管
渠
費
、

ポ
ン
プ
場
費

及
び
処
理
場
費

流
域
下
水
道

建
設
事
業
費

項

営
業

費
用

建
設

改
良
費

１ １

円
円

円
円

円
円

円
円

円

款

流
域
下

水
道
事

業
費
用

資
本
的

支
出

１ １



報

告

第

九

号

令

和

四

年

度

石

川

県

水

道

用

水

供

給

事

業

会

計

予

算

繰

越

計

算

書

に

つ

い

て

（７１）

報
告
第
９
号

令
和
４
年
度
石
川
県
水
道
用
水
供
給
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
２
９
２
号
）
第
２
６
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
４
年
度
石
川
県
水
道
用
水
供
給
事
業
会
計
予
算
の
繰
越
し
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

報
告
す
る
。

令
和
５
年
６
月
１
３
日
提
出

石
川
県
知
事

馳
浩

令
和
４
年
度
石
川
県
水
道
用
水
供
給
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書

地
方
公
営
企
業
法
第
２
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額

説
明

関
係
機
関
と
の
調
整
に
不
測
の
日
数
を
要

し
た
た
め

翌
年
度
繰
越
額
に

係
る
繰
越
を
要
す

る
た
な
卸
資
産
の

購
入
限
度
額

不
用

額

７
２
９
，
５
３
７

７
２
８
，
９
７
３

左
の
財
源
内
訳

損
益
勘
定

留
保
資
金

企
業

債

２
，
６
１
７
，
０
０
０
，
０
０
０

２
，
６
１
７
，
０
０
０
，
０
０
０

２
，
６
１
７
，
０
０
０
，
０
０
０

翌
年

度

繰
越

額

２
，
６
１
７
，
０
０
０
，
０
０
０

２
，
６
１
７
，
０
０
０
，
０
０
０

２
，
６
１
７
，
０
０
０
，
０
０
０

支
払
義
務

発
生

額

４
，
７
１
４
，
１
７
５
，
４
６
３

１
，
６
１
４
，
９
９
６
，
０
２
７

１
，
４
２
３
，
０
０
０
，
０
０
０

予
算
計
上
額

７
，
３
３
１
，
９
０
５
，
０
０
０

４
，
２
３
２
，
７
２
５
，
０
０
０

４
，
０
４
０
，
０
０
０
，
０
０
０

事
業

名

送
水
施
設
建
設

改
良
事
業
費

項

建
設

改
良
費

１

款

資
本
的

支
出

１

円
円

円
円

円
円

円
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